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議会第 3 回議案第弱号 

今治市執行機関の附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を別紙のとおり制定する。 

令和 D 年 6 月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

1 今治市中心市街地再生基本計画策定審議会を廃止しようとするもの。 

2 今治市中心市街地創生デザイン会議を設置しようとするもの。 
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今治市執行機関の附属機関設置条例の一部を改正する条例 

今治市執行機関の附属機関設置条例（平成17年今治市条例第片号）の一部を次のように改正す

る。 

別表市長の部今治市中心市街地再生基本計画策定審議会の項を削り、同部に次のように加える。 

今治市中心市街地創生デ 中心市街地の活性化及び都市デザインに関 巧人 2年 

ザイン会議 する事項にっいての調査、審議及び市長に対す 

る意見の答申に関する事項 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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「参 考」 

今治市執行機関の附属機関設置条例改正条項新旧対照表 

新 ~日 

別表（第2条、第 3条、第 0 条関係） 

附属機

関の属

する執

行機関 

附属機関 担任する事項 構
 
の
 
の
 
限
 

成 

数 定 

任期 

市長 

今治市い

じめ問題

再調査委

員会 

いじめ防止

対策推進法 

（平成25年法

律第71号）第 

30条第 2項の

規定によるい

じめによる重

大事態に係る

事実関係に関

し、同法第28 

条第1項に規 

0 人 2年 

別表（第2条、第3条、第 0 条関係） 

附属機

関の属

する執

行機関 

附属機関 担任する事項 構
 
の
 

の
 
限
 

成 数 

定 

任期 

市長 

-1 

今治市中 中心市街地 巧人 

心市街地 再生基本計画 

再生基本 に関する重要 

計画策定 事項にっいて 

審議会 の調査、審議 

及び市長に対 

する意見の答 

申に関する事 

項 

今治市い いじめ防止 5 人 2年 

じめ問題 対策推進法 

再調査委 （平成25年法 

員会 律第71号）第 

30条第 2項の 

規定によるい 

じめによる重 

大事態に係る 

事実関係に関 

し，同法第28 

条第1項に規 
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r 「  I I 「 T 

今治市中 中心市街地 巧人 n乙
一
 

年
一
 心市街地 の活性化及び 

創生デザ 都市デザイン 

イン会議 に関する事項 

にっいての調 

査、審議及び 

市長に対する 

意見の答申に 

関する事項 

教育委

員会 

今治市学 

校給食運 

営審議会 

学校給食に

関する事項に

っいての調

査、審議及び

意見の答申に

関する事項 

20人 2年 

I  

一
 

 

教育委

員会 

今治市学 

校給食運 

営審議会 

学校給食に

関する事項に

っいての調

査、審議及び

意見の答申に

関する事項 

20人 2年 

定する学校等

が行った調査

結果について

の調査、審議

及び市長に対

する意見の答

申に関する事

項 

定する学校等

が行った調査

結果について

の調査、審議

及び市長に対

する意見の答

申に関する事

項 
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議会第3回議案第弱号 

今治市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を別紙のとおり制定する。 

令和 5年 6月 9日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律

第153号）の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市印鑑条例の一部を改正する条例 

今治市印鑑条例（平成17年今治市条例第179号）の一部を次のように改正する。 

第17条第1項中「個人番号カード」の次に「（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律（平成14年法律第巧3号。以下「公的個人認証法」という。）第22条第 

1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）又は

電気通信事業法（昭和59年法律第弱号）第12条の 2第4項第 2号ロに規定する移動端末設備（公

的個入認証法第舗条の 2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されて

いるものに限る。）」を加え、 「利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第羽条第1項に規定する利用者証明

用電子証明書をいう。）を利用して」を削る。 

附 則 

この条例は、別に規則で定める日から施行する。 



「参 考」 

今治市印鑑条例改正条項新旧対照表 

新 ~日 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交

付） 

第H条 前条の規定にかかわらず、登録者は、 

個人番号カード（電子署名等に係る地方公共 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交

付） 

第H条 前条の規定にかかわらず、登録者は、 

個人番号カード 

団体情報システム機構の認証業務に関する 

法律（平成14年法律第153号。以下「公的個 

人認証法」という。）第22条第1項に規定す 

る個人番号カード用利用者証明用電子証明 

書が記録されているものに限る。）又は電気 

通信事業法（昭和59年法律第86号）第12条の 

2第 4項第 2号ロに規定する移動端末設備 

（公的個人認証法第35条の 2第1項に規定 

する移動端末設備用利用者証明用電子証明 

書が記録されているものに限る。）を利用し を利用し 

て、多機能端末機（本市の電子計算機と電気

通信回線で接続された端末機で、利用者が必

要な操作を行うことにより 

て、多機能端末機（本市の電子計算機と電気 

通信回線で接続された端末機で、利用者が必 

要な操作を行うことにより利用者証明用電 

子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情 

報システム機構の認証業務に関する法律（平 

成14年法律第153号）第認条第 1項に規定す 

る利用者証明用電子証明書をいう。）を利用 

印鑑登録証明書を発行する機能を有す 互工一印鑑登録証明書を発行する機能を有す

るものをいう。）を介して印鑑登録証明書の

交付を市長に申請することができる。 

2 	略 

るものをいう。）を介して印鑑登録証明書の

交付を市長に申請することができる。 

2 	略 
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議会第3回議案第57号 

今治市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を別紙のとおり制定する。 

令和 5年6 月 9日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並

びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成14年総務

省令第24号）の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市火災予防条例の一部を改正する条例 

今治市火災予防条例（平成葺年今治市条例第268号）の一部を次のように改正する。 

第n条の 2第 1項中「自動車等（道路交通法（昭和舗年法律第105号）第 2条第 1項第 9号に規

定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。第12号において同じ。）をいう。 

以下この条において同じ。）に」を「自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類す

るものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのも

のをいう。以下同じ。）を用いて」に、 「及び全出力200キロワットを超えるものを除く。）をい

う」を「を除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネ

クター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。） 

により構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む」に改め、同項第1号

ただし書中「不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは」を「次に

掲げるものにあっては」に改め、同号に次のように加える。 

不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 

分離型のものにあっては、充電ポスト 

第11条の 2第1項第 2号に次のただし書を加える。 

ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

第11条の 2第1項第 6号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項第7号中「急速充電

設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接続され、」に、 「接続部が」 

を「コネクターが当該電気自動車等から」に改め、同項第11号中「緊急停止させることができる

措置を講ずる」を「緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認

めたときに、速やかに操作することができる箇所に設ける」に改め、同項第12号中「自動車等」を 

「急速充電設備と電気自動車等」に改め、同項第13号中「（充電用ケーブルを電気自動車等に接

続するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削り、同項第比号中「当該蓄電池」の

次に『（主として保安のために設けるものを除く。）」を加え、同項中第18号を第19号とし、第H 

号を第18号とし、第16号の次に次の 1号を加える。 

(H） 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主として保安のた

めに設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

第16条第1項中「日本産業規格をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

第甥条第 3項を削り、同条第 4項第 2号中「併せて図記号のよる標識を設けるときは、別表第 

7 に定めるものとしなければならない」を『健康増進法（平成14年法律第103号）第認条第 2項に

規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない」に改め、同項を同条第 3項と 
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し、同項の次に次の1項を加える。 

4 第2項又は前項第 2号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、 「禁煙」 

又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた 

規格第7010号又は日本産業規格Z8210に適合するものとし、 「喫煙所」と表示した標識と併せ 

て設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に 

適合するものとしなければならない。 

第認条第 5 項中「前項」を「第3項」に改める。 

別表第7を次のように改める。 

別表第7 削除 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は，公布の日から施行する。ただし、第11条の 2第1項の改正規定及び次項の規定

は、令和 0年I0月 1日から施行する。 

（経過措置） 

2 第11条の 2第1項の1改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条

例による改正後の今治市火災予防条例（以下『新条例」という。）第11条の 2第1項に規定する

急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。 

3 新条例第昭条第3項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室標識」 

とあるのは、 「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号） 

附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される健康増進法第開条第2項に規定する指定

たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。 

4 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第器条第2項又は第 

3項第 2号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第器条第4項の規定に適合し

ないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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「参 考」 

今治市火災予防条例改正条項新旧対照表 

新 旧 

（急速充電設備） 

第11条の 2 急速充電設備（電気を設備内部で

変圧して、電気自動車等（電気を動力源とす

る自動車、原動機付自転車、船舶、航空機そ

の他これらに類するものをいう。以下同じ。） 

にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車

等に接続するためのものをいう。以下同じ。） 

を用いて 	充電する設備（全 

出力20キロワット以下のものを除く。）をい

い、分離型のもの（変圧する機能を有する設

備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電

用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能

を有しないものをいう。以下同じ。）により

構成されるものをいう。以下同じ。）にあっ

ては、充電ポストを含む。以下同じ。）の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

(1｝ 急速充電設備（全出力50キロワット以

下のもの及び消防長が認める延焼を防止

するための措置が講じられているものを

除く。）を屋外に設ける場合にあっては、 

建築物から 3 メートル以上の距離を保つ

こと。ただし、次に掲げるものにあって

は 

この限りでない。 

z 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で

開口部のないものに面するもの 

（急速充電設備） 

第11条の 2 急速充電設備（電気を設備内部で

変圧して、電気自動車等（電気を動力源とす

る自動車等（道路交通法（昭和託年法律第105  

号）第 2条第1項第 9号に規定する自動車又

は同項第10号に規定する原動機付自転車を

いう。第12号において同じ。）をいう。以下

この条において同じ。）に充電する設備（全

出力加キロワット以下のもの及び全出力200  

キロワットを超えるものを除く。）をい

う 

	 。以下同じ。）の位 

置、構造及び管理は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

(1） 急速充電設備（全出力50キロワット以

下のもの及び消防長が認める延焼を防止

するための措置が講じられているものを

除く。）を屋外に設ける場合にあっては、 

建築物から 3メートル以上の距離を保て） 

こと。ただし、不燃材料で造り、又は覆わ

れた外壁で開口部のないものに面すると

宣且、この限りでない。 
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1 分離型のものにあっては、充電ポスト 

(2） その管体は不燃性の金属材料で造る

こと。ただし、分離型のものの充電ポスト

にあっては、この限りでない。 

(3)~(5） 略 

(6） コネクター  と電気自動車等が確実

に接続されていない場合には、充電を開始

しない措置を講ずること。 

(7） コネクターが電気自動車等に接続さ

士hー電圧が印加されている場合には、当該

コネクターが当該電気自動車等から外れ

ないようにする措置を講ずること。 

(8)~(10） 略 

(11〕 急速充電設備を手動で緊急に停止す

ることができる装置を、当該急速充電設備

の利用者が異常を認めたときに、速やかに

操作することができる箇所に設けること。 

(12） 急速充電設備と電気自動車等の衝突

を防止する措置を講ずること。 

(13） コネクター 

	 について、操作に 

伴う不時の落下を防止する措置を講ずる

こと。ただし、コネクターに十分な強度を

有するものにあっては、この限りでない。 

(14)~（馬〕 略 

（比） 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵し

ているものにあっては、当該蓄電池（主と

して保安のために設けるものを除く。）に

ついて次に掲げる措置を講ずること。 

(2〕 その管体は不燃性の金属材料で造る

こと。 

(3)~(5） 略 

(6） 急速充電設備と電気自動車等が確実

に接続されていない場合には、充電を開始

しない措置を講ずること。 

(7） 急速充電設備と電気自動車等の接続

部に電圧が印加されている場合には、当該 

接続部が 	外れ 

ないようにする措置を講ずること。 

(8)~(10） 略 

(ID 急速充電設備を手動で緊急停止させ

ることができる措置を講ずる 

	 こと。 

(12） 自動車等 	の衝突 

を防止する措置を講ずること。 

(13） コネクター（充電用ケーブルを電気自

動車等に接続するための部分をいう。以下

この号において同じ。）について、操作に

伴う不時の落下を防止する措置を講ずる

こと。ただし、コネクターに十分な強度を

有するものにあっては、この限りでない。 

(14)~(15） 略 

(16） 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵し

ているものにあっては、当該蓄電池 

に 

ついて次に掲げる措置を講ずること。 

- 16 ー 



ア～エ 略 

旦7)ー 急速充電設備のうち分離型のものに

あっては、充電ポストに蓄電池（主として

保安のために設けるものを除く。）を内蔵

しないこと。 

(18） 略 

(」9)ー 略 

2 略 

（避雷設備） 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が 

指定する日本産業規格（産業標準化法（昭和 

24年法律第185号）第加条第1項の日本産業 

規格をいう。以下同じ。）に適合するものと 

しなければならない。 

2 略 

（喫煙等） 

第23条 略 

2 略 

旦 第1項の消防長が指定する場所（同項第 3 

号に掲げる場所を除く。）を有する防火対象

物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講

じなければならない。 

(1） 略 

(2） 前号に掲げる場合以外の場合 適当

な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及

び当該喫煙所における「喫煙所」と表示し 

ア～エ 略 

（片） 略 

(18)ー 略 

2 略 

（避雷設備） 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が

指定する日本産業規格（産業標準化法（昭和

加年法律第185号）第加条第1項の日本産業 

規格をいう。 	）に適合するものと 

しなければならない。 

2 略 

（喫煙等） 

第23条 略 

2 略 

3 前項の場合において、併せて図記号による

標識を設けるときは、別表第 7に定めるもの

としなければならない。 

玉 第1項の消防長が指定する場所（同項第3 

号に掲げる場所を除く。）を有する防火対象

物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講

じなければならない。 

(1） 略 

(2） 前号に掲げる場合以外の場合 適当

な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及

び当該喫煙所における「喫煙所」と表示し 
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ア～エ 略 

旦7)ー 急速充電設備のうち分離型のものに

あっては、充電ポストに蓄電池（主として

保安のために設けるものを除く。）を内蔵

しないこと。 

(18） 略 

(」9)ー 略 

2 略 

（避雷設備） 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が 

指定する日本産業規格（産業標準化法（昭和 

24年法律第185号）第加条第1項の日本産業 

規格をいう。以下同じ。）に適合するものと 

しなければならない。 

2 略 

（喫煙等） 

第23条 略 

2 略 

旦 第1項の消防長が指定する場所（同項第 3 

号に掲げる場所を除く。）を有する防火対象

物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講

じなければならない。 

(1） 略 

(2） 前号に掲げる場合以外の場合 適当

な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及

び当該喫煙所における「喫煙所」と表示し 

ア～エ 略 

（片） 略 

(18)ー 略 

2 略 

（避雷設備） 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が

指定する日本産業規格（産業標準化法（昭和

加年法律第185号）第加条第1項の日本産業 

規格をいう。 	）に適合するものと 

しなければならない。 

2 略 

（喫煙等） 

第23条 略 

2 略 

3 前項の場合において、併せて図記号による

標識を設けるときは、別表第 7に定めるもの

としなければならない。 

玉 第1項の消防長が指定する場所（同項第3 

号に掲げる場所を除く。）を有する防火対象

物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講

じなければならない。 

(1） 略 

(2） 前号に掲げる場合以外の場合 適当

な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及

び当該喫煙所における「喫煙所」と表示し 
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た標識の設置（健康増進法（平成叫年法律

第103号）第認条第2項に規定する喫煙専

用室標識を設ける場合においてはこの限

りでない。） 

4 第 2項又は前項第 2 号に規定する標識と

併せて図記号による標識を設けるときは、 

「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と

併せて設ける図記号にあっては、国際標準化

機構が定めた規格第7010号又は日本産業規

格Z8210に適合するものとし、 「喫煙所」と

表示した標識と併せて設ける図記号にあっ

ては、国際標準化機構が定めた規格第知01号

又は日本産業規格 Z 8210に適合するものと

しなければならない。 

5 第3項第 2 号に掲げる場合において、劇場

等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下（通行

の用に供しない部分を除く。）以外の場所に

設けなければならない。ただし、劇場等の一

部の階において全面的に喫煙が禁止されて

いる旨の標識の設置その他の当該階におけ

る全面的な喫煙の禁止を確保するために消

防長が火災予防上必要と認める措置を講じ

た場合は、当該階において喫煙所を設けない

ことができる。  

6~7 略 

別表第7  削途  

た標識の設置（併せて図記号による標識を

設けるときは、別表第7に定めるものとし

なければならない 

	。  ）  

5 前項 第2号に掲げる場合において、劇場 

等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下（通行

の用に供しない部分を除く。）以外の場所に

設けなければならない。ただし、劇場等の一

部の階において全面的に喫煙が禁止されて

いる旨の標識の設置その他の当該階におけ

る全面的な喫煙の禁止を確保するために消

防長が火災予防上必要と認める措置を講じ

た場合は、当該階において喫煙所を設けない

ことができる。 

6~7 略 

別表第7（第23条関係） 

表示の種類 図記号 色  

禁煙である旨 

 
白
 

 

記号は黒、斜 

の表示 憩 
 

めの帯及び 

枠は赤、地は  
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火気厳禁であ

る旨の表示 

記号は黒、斜

めの帯及び

枠は赤、地は

白 

災りグク 

記号は黒、地 

は白 

喫煙所である

旨の表示 
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議会 3回議案第58号 

財産の取得について（高規格救急自動車） 

次のとおり高規格救急自動車を購入する。 

令和 0 年 6月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

記 

1 品名、規格及び数量 	高規格救急自動車（2, 500ccクラス、ガソリン車、4WD、オート 

マチック仕様、高度救命処置用資機材含む。） 1台 

2 購入の目的 
	

北消防署大島分署に配備の高規格救急自動車の更新 

3 購入方法、購入金額及び購入の相手方 

区 	分 購入方法 購入金額 購入の相手方 

高規格救急自動車 指名競争入札 

円 

33, 392, 810 

今治市別宮町七丁目 2番56号 

愛媛日産自動車株式会社 今治別宮店 

店長 	末 鷹 竜 二 
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「参 考」 

高規格救急自動車入札結果 

業 	者 	名 入 札 金 額 

愛媛日産自動車（株） 
円
  n

'U
 

3
 
3
 

。u
 
n

乙
 

ー
 
0
  

8
  

愛媛トョタ自動車（株） 33 , 400 , 000 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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「参 照」 

地方自治法（抜すい） 

（議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

(8） 前 2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第 3条 地方自治法第郎条第1項第8 号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2, 000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地

については、 1件5, 000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議会第 3回議案第59号 

財産の取得について（大型提示装置） 

次のとおり大型提示装置を購入する。 

令和 0 年 6月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

記 

1 品名及び数量 	大型提示装置一式（別紙内訳書のとおり） 

2 購入の目的 	児童生徒の学習環境整備 

3 購入方法、購入金額及び購入の相手方 

区 	分 購入方法 購入金額 購入の相手方 

大型提示装置 指名競争入札 

円 

27, 456, 000 

今治市南大門町一丁目1番地の15 

四国通建株式会社 

代表取締役 	高木 康弘 
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「別 紙」 

大型提示装置内訳書 

区 	分 品 	名 数 量 

大型提示装置 

小学校分 19台 

中学校分 認台 
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「参 考」 

大型提示装置入札結果 

業 	者 	名 入 札 金 額 

四国通建（株） 21 , 456, 
円 

000 

（株） IJc 28 , 828, 800 

アカマッ（株） 34 , 205, 600 

B EMAC （株） 37 , 	180, 000 

越智電機産業（株） 37 , 752, 000 

ケーオー商事（株） 43 , 	100, 200 

（株）スジャ 辞退 

（有）大喜 辞退 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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「参 照」 

地方自治法（抜すい） 

（議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

(8） 前 2 号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第 3条 地方自治法第弱条第1項第8 号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2, 000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地

については、 1件5,叩0平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議会第3回議案第60号 

財産の取得について（学習用タブレット端末） 

次のとおり学習用タブレット端末を購入する。 

令和 0年 6 月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

記 

1 品名及び数量 	学習用タブレット端末（別紙内訳書のとおり） 

2 購入の目的 	児童生徒の学習環境整備 

3 購入方法、購入金額及び購入の相手方 

区 	分 購入方法 購入金額 購入の相手方 

学習用タブ 

レット端末 
指名競争入札 

円 

24, 986, 500 

今治市南大門町一丁目1番地の15 

四国通建株式会社 

代表取締役 	高木 康弘 
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「別 紙」 

学習用タブレット端末内訳書 

区 	分 品 	名 数 量 

学習用タブレット端末 

小学校分 269台 

中学校分 144台 
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「参 考」 

学習用タブレット端末入札結果 

業 	者 	名 入 札 金 額 

四国通建（株） 24 , 986, 
円 

500 

（株） I JC 25 , 440, 800 

アカマッ（株） 26 , 803, 700 

ケーオー商事（株） 30 , 	574, 390 

BEMAC （株） 31 , 	801, 000 

越智電機産業（株） 32 , 255, 300 

（株）スジャ 辞退 

（有）大喜 辞退 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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「参 照」 

地方自治法（抜すい） 

（議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

(8） 前 2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第 3条 地方自治法第弱条第1項第 8 号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2, 000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地

については、 1件5, 000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議会第 3回議案第引号 

今治市辺地総合整備計画の策定について 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第

認号）第 3条第1項の規定により、今治市辺地総合整備計画を定めることについて議会の議決を

求める。 

令和 0年 6 月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 
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「参 照」 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律（抜すい） 

（総合整備計画の策定等） 

第3条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決

を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」 

という。）を定めることができる。 
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今治市辺地総合整備計画 

（令和 5年度～6年度） 

愛媛県今治市 



総 合 整 備 計 画 書 

愛媛県今治市 浦戸辺地 
（辺地の人口 127人 面積1. 3k的 
（参考 辺地の世帯数 85 世帯） 

1 辺地の概況 
(1）辺地を構成する町又は字の名称大三島町浦戸 
(2）地域の中心の位置今治市大三島町浦戸2番地7 
(3）辺地度点数 	136 点 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 
浦戸地域は愛媛県の最北、「神の島」として知られる、瀬戸内しまなみ海道沿線の大三島

に所在している。主な産業は、農業・漁業の第一次産業、観光業である。漁業地勢は、愛媛
県の最北に位置していることから、広島県との県境である燃灘を漁場とし、主に一本釣・刺
し網漁業を中心にマダイ・カレイ・メバル等が水揚げされている。また、今治地区の中でも
養殖業が多く、カキ養殖・ヒラメ養殖が盛んである。 
昭和59年に設置された漁船用補給施設は、漁船等に燃料を補給するための施設であるが、 

耐用年数を超過しており、今後故障した場合、漁船等への燃料補給ができなくなり、漁労活

動へ大きな支障となることが危倶されている。そこで、漁労活動に必要不可欠である本施設

の改修を行うことで、漁労活動の効率化及び安全性が図られ、地域経済の活性化及び地域住 

民の生活環境向上が期待される。 

3 公共的施設の整備計画 
令和 0年度から令和6年度までの2年間 

（単位：千円） 

篇こ醸がミ 事業費 
財源内容 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 特定財源 一般財源 

漁船用補給

施設 

愛媛県漁協 
大三島支所 

1, 452 792 660 600 

合 	計 1, 452 792 660 600 
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議会第3回議案第62号 

今治市辺地総合整備計画の変更について 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第

器号）第 3条第8項の規定により、今治市辺地総合整備計画を変更することについて議会の議決

を求める。 

令和 0年 6月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 
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「参 照」 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律（抜すい） 

（総合整備計画の策定等） 

第3条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決

を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」 

という。）を定めることができる。 

8 前各項の規定は、第5項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当該総合整備計画を

変更しようとする場合について準用する。 
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今治市辺地総合整備計画 

（令和2年度～6年度） 

第1次変更（令和 3 年 6 月） 

第 2 次変更（令和 4年 3 月） 

第 3 次変更（令和 4年 6 月） 

第4 次変更（令和 4年 7 月） 

第 5 次変更（令和 5 年 6 月） 

愛媛県今治市 



総 合 整 備 計 画 書 

愛媛県今治市 松尾辺地 

（辺地の人口 	78 人 面積 2. 7k司 

（参考 辺地の世帯数 43 世帯） 

1 辺地の概況 

(1）辺地を構成する町又は字の名称菊間町松尾 

(2）地域の中心の位置今治市菊間町松尾訂番地 1 
(3）辺地度点数 	102 点 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 

松尾地域は、菊間町中心部から南東へ 3 kin のところに位置し、民家は山あいに集中し、 

就労人口の多くが第1次産業（農業）に従事している。 

当該地域の生活・経済を支える交通手段は、公共交通機関がないことから自家用車への依

存度が高く、その道路事情にあっては、本地域と菊間町中心部を結ぶ市道菊間松尾線、ある

いは河之内地域、今治市玉川町を結んでいる県道玉川菊間線と今治市野間地域を結んでいる

越智西部広域農道が主要幹線道路となっている。 

県道玉川菊間線は、部分的に改良されているが、河之内方面の路線状況は、道路幅員が狭

小で急カーブが多いため、車両の離合が難しく農産物の輸送など通行に支障をきたしている。 

本地域住民は、県道玉川菊間線の河之内方面に優良農地を所有していることから、本地域

と河之内地域を結ぶ基幹農道の整備が平成 12 年度から進められており、その早期完成が望

まれている。さらに農作業の省力化や効率化を図るため、基幹農道と近接する農地とを結ぶ

農道をあわせて整備することが必要とされている。 

本路線が整備されると農地への行き来が容易になるのをはじめ、地域住民の生活、経済活

動の利便性、安全性が確保できるとともに、河之内地域、玉川町を経由した国道 317 号線へ

のアクセスが良くなり、地域経済の安定と向上、さらには地域間の交流による活性化が期待

できる。 

歌仙の滝公園内の遊歩道において、法面に存在する岩盤の風化により、落石被害が散見さ 

れている。更なる風化の進行により、利用者への落石被害及び公園の利用停止が懸念される

だけでなく、長きにわたり続いている地元行事や季節の祭事の催行も危ぶまれ、早急な対応

が必要である。当該施設の整備を行うことにより、遊歩道への落石被害を防ぎ、公園内の安

全な利用が図られる。 

3 公共的施設の整備計画 

令和 2 年度から令和6 年度までの 5 年間 

（単位：千円） 

篇海Fぐミ 事業費 
財源内容 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 特定財源 一般財源 

県営一般農道（歌 

仙地区） 	2期 
愛媛県 別，000 63, 000 21, 000 15, 400 

県営一般農道 

（歌仙地区） 

3期 

愛媛県 1, 342, 800 1, 007, 100 335, 700 335, 700 

歌仙仙高農道 今治市 72, 338 40, 558 31, 780 30, 800 

歌仙の滝公園 今治市 4, 200 0 4, 200 4, 200 

合 	計 1, 503, 338 1, 110, 658 392, 680 386, 100 

140 ー 

総 合 整 備 計 画 書 

愛媛県今治市 松尾辺地 

（辺地の人口 	78 人 面積 2. 7k司 

（参考 辺地の世帯数 43 世帯） 

1 辺地の概況 

(1）辺地を構成する町又は字の名称菊間町松尾 

(2）地域の中心の位置今治市菊間町松尾訂番地 1 
(3）辺地度点数 	102 点 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 

松尾地域は、菊間町中心部から南東へ 3 kin のところに位置し、民家は山あいに集中し、 

就労人口の多くが第1次産業（農業）に従事している。 

当該地域の生活・経済を支える交通手段は、公共交通機関がないことから自家用車への依

存度が高く、その道路事情にあっては、本地域と菊間町中心部を結ぶ市道菊間松尾線、ある

いは河之内地域、今治市玉川町を結んでいる県道玉川菊間線と今治市野間地域を結んでいる

越智西部広域農道が主要幹線道路となっている。 

県道玉川菊間線は、部分的に改良されているが、河之内方面の路線状況は、道路幅員が狭

小で急カーブが多いため、車両の離合が難しく農産物の輸送など通行に支障をきたしている。 

本地域住民は、県道玉川菊間線の河之内方面に優良農地を所有していることから、本地域

と河之内地域を結ぶ基幹農道の整備が平成 12 年度から進められており、その早期完成が望

まれている。さらに農作業の省力化や効率化を図るため、基幹農道と近接する農地とを結ぶ

農道をあわせて整備することが必要とされている。 

本路線が整備されると農地への行き来が容易になるのをはじめ、地域住民の生活、経済活

動の利便性、安全性が確保できるとともに、河之内地域、玉川町を経由した国道 317 号線へ

のアクセスが良くなり、地域経済の安定と向上、さらには地域間の交流による活性化が期待

できる。 

歌仙の滝公園内の遊歩道において、法面に存在する岩盤の風化により、落石被害が散見さ 

れている。更なる風化の進行により、利用者への落石被害及び公園の利用停止が懸念される

だけでなく、長きにわたり続いている地元行事や季節の祭事の催行も危ぶまれ、早急な対応

が必要である。当該施設の整備を行うことにより、遊歩道への落石被害を防ぎ、公園内の安

全な利用が図られる。 

3 公共的施設の整備計画 

令和 2 年度から令和6 年度までの 5 年間 

（単位：千円） 

篇海Fぐミ 事業費 
財源内容 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 特定財源 一般財源 

県営一般農道（歌 

仙地区） 	2期 
愛媛県 別，000 63, 000 21, 000 15, 400 

県営一般農道 

（歌仙地区） 

3期 

愛媛県 1, 342, 800 1, 007, 100 335, 700 335, 700 

歌仙仙高農道 今治市 72, 338 40, 558 31, 780 30, 800 

歌仙の滝公園 今治市 4, 200 0 4, 200 4, 200 

合 	計 1, 503, 338 1, 110, 658 392, 680 386, 100 

140 ー 



総 合 整 備 計 画 書 

愛媛県今治市 田之尻辺地 

（辺地の人口 128人 面積 1. 7km) 

（参考 辺地の世帯数65 世帯） 

1 辺地の概況 

(1）辺地を構成する町又は字の名称菊間町田之尻 

(2）地域の中心の位置今治市菊間町田之尻 737番地 
(3）辺地度点数 	109 点 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 

田之尻地域は、菊間町中心部から南西へ約3血のところに位置し、民家は山あいに集中
し、主な産業は第1次産業（農業）である。 

漁船漁具保全施設は、平成 8 年に建設し、船揚げのために使用している施設と平成元年

に設置し、船の乗降のために使用している施設である。耐用年数を超えていることもあって、 

経年劣化が著しく、前者はレールが老朽化により腐食していて、船揚作業時に船台の脱輸の

危険性がある。また、後者は浮桟橋の支柱等が腐食していて、いつ壊れてもおかしくない状

況であり、漁業者が海に落ちる危険性もあるなど、安全安心な利用に支障をきたすことが予

想される。 

そのため、施設の改修を行なうことで施設の長寿命化及び作業効率の向上を図る。施設が

整備されることで、効率的な漁労活動を支えることにつながり、地域住民の生活環境向上が

期待される。 

漁船漁具保全施設である浮桟橋は、国道側が平成元年に、防波堤側が平成3年に設置され、 

船の乗降のために使用されている施設である。耐用年数を超えていることもあって、渡橋や

木製部分やフロートの老朽化が進み損傷が激しいため、漁業者が使用時に海へ転落する危険

性があり、漁労活動に支障をきたしている。 

施設の改修を行うことで、使用時の漁業者の安全確保及び効率的な漁労活動を行える。ま

た、施設の長寿命化及び作業効率の向上を図られる。 

当該地域の生活・経済を支える交通手段は、公共交通機関がないことから自家用車への依
存度が高くなっており、本地域と国道 196 号線及び県道才之原菊問線を結ぶ市道菊間馬背

線は地域において非常に需要の高い幹線道路となっている。当該施設においては、部分的に

自然法面の路肩があり、豪雨等にて法面が侵食、崩落しており非常に危険であり通行に支障 

をきたしている。本線の改良を行うことで地域住民の生活，地域活動の利便性・安全性が確

保できるとともに地域経済の安定と地域間の交流による活性化が期待できる。 

3 公共的施設の整備計画 

令和2年度から令和6年度までの5年間 

篇こ需ぐミ 事業費 
財源内容 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 
特定財源 一般財源 

漁船漁具保全

施設 

愛媛県漁協 
菊間支所 

2, 606 1, 422 1, 184 L 100 

漁船漁具保全

施設（浮桟橋改

修工事） 

愛媛県漁協 

菊間支所 
1, 862 1, 084 778 700 

市道菊間馬背

線 
今治市 10, 000 0 10, 000 10. 000 

合 	計 14, 468 2, 506 11, 962 11, 800 
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総 合 整 備 計 画 書 

愛媛県今治市 口総辺地 
（辺地の人口 198人 面積3. 5knう 
（参考 辺地の世帯数 122 世帯） 

辺地の概況 
）辺地を構成する町又は字の名称大三島町口総 
）地域の中心の位置今治市大三島町口総 3879番地 
）辺地度点数 	130 点 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 
口総地域は愛媛県の最北、「神の島」として知られる、瀬戸内しまなみ海道沿線の大三島

に所在している。主な産業は、農業・漁業の第一次産業、観光業である。漁業地勢は、愛媛
県の最北に位置していることから、広島県との県境である健灘を漁場とし、主に一本釣・刺
し網漁業を中心にマダイ・カレイ・メバル等が水揚げされている。また、今治地区の中でも
養殖業が多く、カキ養殖・ヒラメ養殖が盛んである。 
大三島緑の村運動広場は平成 16年に建設し、スポーツ振興のために使用している施設で

ある。改修を計画しているネットやワイヤーは、経年劣化が著しく、令和元年に台風に備え
てネットを下げたが、劣化により再び引き上げることが出来なかった。応急的に修繕を実施
したが、昨今の台風等の災害状況を考慮すると、現状では安全安心な利用に支障をきたすこ
とが予想される。そのため、施設の改修を行なうことで施設の長寿命化及び防災対策の向上
を図る。施設が整備されることで、利用者の増加につながり、地域経済の活性化が期待され

る。 
漁船漁具保全施設は、平成 7 年に建設し、漁具等の保管のために使用している施設であ

る。耐用年数を超えていることもあって、経年劣化が著しく、強風の影響もあいまって施設
の扉が破損している。このままでは施設内の漁具等の劣化が進み、安全安心な利用に支障を
きたすことが予想される。施設の改修を行なうことで施設の長寿命化及び作業効率の向上を
図る。また、施設が整備されることで、効率的な漁労活動を支えることにつながり、地域住
民の生活環境向上が期待される。 

3 公共的施設の整備計画 
令和2年度から令和6年度までの3年間 

（単位：千円） 

篇こiがミ 事業費 
財源内容 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 特定財源 一般財源 

大三島緑の

村運動広場 
今治市 17, 000 0 17, 000 葺，000 

漁船漁具保

全施設 

愛媛県漁協 
大三島支所 

791 432 359 300 

合 	計 17, 791 432 17, 359 17, 300 
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総 合 整 備 計 画 書 

愛媛県今治市 大下辺地 

（辺地の人口 引人 面積1. 52knう 

（参考 辺地の世帯数認世帯） 

1 辺地の概況 

(1) 辺地を構成する町又は字の名称 
	

関前大下 

(2）地域の中心の位置 
	

今治市関前大下甲 1750 番地 

(3）辺地度点数 
	

195 点 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 

大下地域は今治港より北西約 15km に位置し、主要産業は柑橘類の生産である。また、当

該地区は離島であるため、定期船舶が唯一の交通手段である。また、島内の生活道として島

内を一周する市道等が整備されている。 

大下港浮桟橋は、平成 3 年に建設し、島民の唯一の交通手段である定期船舶の係留のため

に使用している施設である。耐用年数を超えていることもあって、経年劣化が著しく、施設

が使用できない場合、柑橘類の出荷や食料品等の移入や、島外の医療機関への通院ができな

くなる等、住民生活に大きな支障をきたすことが予想される。 

そのため、施設の改修を行なうことで施設の長寿命化を図る。施設が整備されることで、 

島民のライフライン確保により、柑橘類の安定出荷による所得確保及び医療の早期受診によ

る健康維持等、島民の生活環境の向上が期待される。 

大下島は海岸井戸を水源としており、平成 10 年度に整備された大下浄水場浄水施設では、 

海水に淡水井戸の水をブレンドした後、逆浸透膜による浄水を行っているが、施設は老朽化

が進み更新時期を迎えているため、施設更新し、従来通り淡水井戸水で海水の希釈を行う。 

更新する際は、淡水井戸の取水量に応じて希釈割合を変動させることで、逆浸透膜への負荷

の更なる低減を行い、施設の長寿命化を図るとともに、電気機械等設備（遠方監視装置）と

浄水施設間のデータ通信において、設備情報等に差異が生じることを防止し、正確な情報を

把握して効率的なシステム運用をするため、電気機械等設備について更新する。浄水施設と

電気機械等設備を整備することで、島民のライフライン確保につながり、生活環境の向上が

期待される。 

島内を一周する市道大下一周線は、地域住民にとって欠かせない生活道となっているが、 

海岸沿いの約 360m にかけて、視線誘導標の設置はあるものの、ガードレール等交通安全

施設の設置がない区間が存する。当該区間には道路幅員が 3.5m と狭い箇所があるなど、海

への転落事故の恐れがあり、地域住民からも喫緊の対応が望まれていることから、交通安全

施設を設置することで、安全性の向上が図られ、地域住民の生活環境の向上が期待される。 

3 公共的施設の整備計画 

令和 2年度から令和 6 年度までの 5 年間 

（単位：千円） 

篇ここ需ぐミ 事業費 
財源内容 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 特定財源 一般財源 

大下港浮桟橋・ 今治市 51, 000 38, 000 凶，000 19, 000 

大下浄水場浄

水施設 
今治市 310, 179 228, 394 81, 785 81, 500 

大下浄水場電

気機械等設備 
今治市 25, 000 12, 500 12, 500 12, 500 

市道大下一周 

線 
交通安全施設 

今治市 15, 000 0 15, 000 15, 000 

合 	計 ,407, 179 218, 894 128, 285 128, 000 
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総 合 整 備 計 画 書 

愛媛県今治市 大下辺地 

（辺地の人口 引人 面積1. 52knう 

（参考 辺地の世帯数認世帯） 

1 辺地の概況 

(1) 辺地を構成する町又は字の名称 
	

関前大下 

(2）地域の中心の位置 
	

今治市関前大下甲 1750 番地 

(3）辺地度点数 
	

195 点 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 

大下地域は今治港より北西約 15km に位置し、主要産業は柑橘類の生産である。また、当

該地区は離島であるため、定期船舶が唯一の交通手段である。また、島内の生活道として島

内を一周する市道等が整備されている。 

大下港浮桟橋は、平成 3 年に建設し、島民の唯一の交通手段である定期船舶の係留のため

に使用している施設である。耐用年数を超えていることもあって、経年劣化が著しく、施設

が使用できない場合、柑橘類の出荷や食料品等の移入や、島外の医療機関への通院ができな

くなる等、住民生活に大きな支障をきたすことが予想される。 

そのため、施設の改修を行なうことで施設の長寿命化を図る。施設が整備されることで、 

島民のライフライン確保により、柑橘類の安定出荷による所得確保及び医療の早期受診によ

る健康維持等、島民の生活環境の向上が期待される。 

大下島は海岸井戸を水源としており、平成 10 年度に整備された大下浄水場浄水施設では、 

海水に淡水井戸の水をブレンドした後、逆浸透膜による浄水を行っているが、施設は老朽化

が進み更新時期を迎えているため、施設更新し、従来通り淡水井戸水で海水の希釈を行う。 

更新する際は、淡水井戸の取水量に応じて希釈割合を変動させることで、逆浸透膜への負荷

の更なる低減を行い、施設の長寿命化を図るとともに、電気機械等設備（遠方監視装置）と

浄水施設間のデータ通信において、設備情報等に差異が生じることを防止し、正確な情報を

把握して効率的なシステム運用をするため、電気機械等設備について更新する。浄水施設と

電気機械等設備を整備することで、島民のライフライン確保につながり、生活環境の向上が

期待される。 

島内を一周する市道大下一周線は、地域住民にとって欠かせない生活道となっているが、 

海岸沿いの約 360m にかけて、視線誘導標の設置はあるものの、ガードレール等交通安全

施設の設置がない区間が存する。当該区間には道路幅員が 3.5m と狭い箇所があるなど、海

への転落事故の恐れがあり、地域住民からも喫緊の対応が望まれていることから、交通安全

施設を設置することで、安全性の向上が図られ、地域住民の生活環境の向上が期待される。 

3 公共的施設の整備計画 

令和 2年度から令和 6 年度までの 5 年間 

（単位：千円） 

篇ここ需ぐミ 事業費 
財源内容 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 特定財源 一般財源 

大下港浮桟橋・ 今治市 51, 000 38, 000 凶，000 19, 000 

大下浄水場浄

水施設 
今治市 310, 179 228, 394 81, 785 81, 500 

大下浄水場電

気機械等設備 
今治市 25, 000 12, 500 12, 500 12, 500 

市道大下一周 

線 
交通安全施設 

今治市 15, 000 0 15, 000 15, 000 

合 	計 ,407, 179 218, 894 128, 285 128, 000 
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「参 剖 

今治市辺地総合整備計画（変更）概要 

辺地名 変 更 後 変 更 前 

松尾辺」也 

総合整備言粗耕 

欝堺4恰市 1劃瑠五地 

（〕』地の人口 	18 人 	面値 27klI 
（参考 118伽】世紺数 	43 世帯） 

1i!1地の慨況 

(1)118也を構膚する町又柳宇の名称新111町松尾 

(2) 地域（ひ叫メ1准置 4恰市菊1皿1樹で里番地」 

(3) 辺地皿6数 	皿点 

2 公J却助毎辺瑠珊を必要とする田青 

棚冠地域I工菊1)町中心自から南東へ3血のところに位置し1 購iゴ山あシに集中し‘就労人口

の多くカ馴、1次産業（農業）に従事している． 

当該地域4〕生活・‘響iを支える交曲利勢土公」姉皿棚勤橡いことから自家川耳いロ軍府度が

高く、そり施踏事榔こあっては桝也域と菊叩丁中Iン部を結」姉道』罪］樹磁, ある叫ま三」之内地

填 4恰市玉川町を結んでいる県道ョI川刺1臓と4，剖28隅］地域を結んでいる結智西部広域」盟！1が
劃難I棟道路となっているロ 

県道玉川’報I琳は部‘粕年こ改良されでいるが、i醍亡内lj面卿鍬臨現，j盤湘貝カ敬4'で凱

カーブ,り移‘史め，崩泳酬住合カ曜しく農潮身の輸送など通行に支茸をきたしている‘ 

本地域住岡ゴ，県道」］三川菊1嘱［の河之内方面に価血I"I地をI折有していることから1；糾也域と河之

内地域を結親』幹農道の整1勘坪成Ii年度から進められており，その早lり励j功塑まれている．さ

らに農作業の省力化拙料l化を図るため、基幹農道と近接する農地とを恰瑚●道をあわせて整備す

ることが必要とされている。 

オ端琳1,盤備されると農地への行き来カ熔易になるのをはじめ，地或住民切」曽舌，縄州舌助力利

便性、安全1動雄保できるとともに i可マ小理此玉”町を経由した匡確31l号組へのアクセスが

良くなり、地’琳覇ロ按定と向上さらには地埼I加,交流による活性f帥り棚寺できる。 

町th 適公園内の遊歩道において、法面に存在する岩盤の皿化により，落石被害6徹見さ十にい 

総合整‘調耀S書 

班県今恰市 棚尋j丑地 

α 地の人口 	78人 	面預 27k式 

（参考 辺地の世帽教 	旦1酬)) 

1 〕』地の慨況 

(1) う2此を構成する町又は字り名称輸；り峨蝿 

(2）地域の巾ひD位置今恰市2821)り町松尾堕刑也一 

(3〕 j2比鹿点数 	1舵点 

2 公共白,慮aの整備を必要とする斬』 

松尾地域は菊lI可中心刊弥ら南東へ3血のとこ引こ位置し，嫁は」」あ刊訓仲し，京（労人口

ロ冷くカ引、］次産業（農業〉に従事している． 

当該地城の」」」活・網斉を支える交曲手段は側捕皿闘］助ぬいことから自家用］臣、の依存度が

高く、そ（塔首路事棚こあっては．本地域と菊‘「〕町中“1」を青占瑚i道菊町りS桝．ある叫諦］之「却也

域、，恰血I訓町を結んでいる県道玉川菊U線と弓始市野i甘】地域を結んでいる越智西舶却製“i勤（ 

主I群職ii路となっている。 

県逆玉川菊1晦は、離分Iりこ改良されている孤ドに内方面4避粥目郡lは，181劃厭肋敬小て急

カープ,り移、叱め．I平id灘合カ曜しく農聞如瑞隊など通行に郵阜をきたしている, 
本地域住」升土県道玉川紺1籍kl沖1之内方面に優良農地を所有していることから，本」也或と河之

内」映tを粘ぶ基幹燭也堰‘助｛平成 IS 年度から進められており、そて1耳！」‘院成カ塑まれている。さ

らに農(1珠40省川と書携り率化を図るため，I騨辛農道と近」賞する』り也とを結‘刷“道をあわせて整備す

ることカ秘要とされている． 

本路線カ盤備されると農地への行き来カ博Ilになるのをはじめ．地域住民の省云辛費瑠舌●加耳」 

便性, 安全性が確保できるとともに河之「り也域,馴町を経」伯した匡世 317 月線へのアクセスが

良くなり，地」琳曹剤按定と向上、さらには地馴叩’交流によるi酎習肋側詩できる． 

る‘更なる風化の進行により、利用者への落石被害及び公観］（り利用停」b憾念されるだけでなく． 

長きにわたり続いている261dう事，平1加鴻導の催行も危ミこまれ早急な姉勘《』l要である。当該 

施i2の整備を行うことにより，j腔獅iiへの落石観Iを防敵公側内0γ安全カ才畑カ咽られる． 

3 公共自1棚郵整備言個 

令和2年度から令和6年庄までの5年間 

円I位：千I】］) 

a 公共hl施如）整備湘回 

令和2年脚、ら令和6年度までQ)5I卑訂 

蝉位：千円〉 

粉 、入、  

×＼ 瞬 

鵬
  

田源P略 』姐羽東 

区分 

拠
  

財源J略 
‘測源 

のうち辺 

《
  
-
4
2
0
0
1
)
 

 

のうち辺 

」欧」策事

業債の予

定額 

事業主 

体名 
施設 

特定』招i 」却I源 

」嚇」1剤‘ 

業誼の予 

定額 

胡
畑
 
町
畑
 
帥
 

瞬
 
瞬
 
嚇
 

一
 

乳叩0 叫00' 21, 加0 15 如0 
県営噴認歯首歌 

“噴I呂〕 	2期 愛’議1 " 000 略加0 21,803 15,400 

県営‘ー畑蹴！鰍 
愛媛県 】1 別ュ 800 1, 叩I】叩 33'700 33、780 1.D82 帥0 引2100 2叫 700 2mI 伽0 l血也区〕 	3期 

脚卯脇輝せ ‘〕恰市 72 330 4a55B 引.700 肌 800 72338 ‘ュ 358 引，7別 拠 800 

割叩苫I肥」潮 今櫓市 』」並 
0 担』 ',200 

'239 l38 ,l 915'58 323'80 316 舶】 合 	計 1I 503338 Wi認 朋2680 38'100 
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「参 考」 

今恰市辺Iせ欝合焼備計画（変史）概要 

辺地名 変 更 後 変 更 前 

一
  

総台整‘捌画書 

愛姐県4恰市 	田之尻辺」也 

卿地の人口」置人 	西酬1.Th 

（参考 辺地のl馴敷‘5 世1」り 

l 略 

2 公’騒施』Ilの整備を必要とする事情 

田之尻地域」土紺1叩J巾酬働・ら南西へ約3血のところに位冊し‘購はLあ刊こ」‘」中し，」ぬ

産業は算1次産業（農業）である． 

抑船漁具保全畑lI」」、平成8革ニ建設し、船担げのために使用している期lIと平成元年に調査し、 

詠加敏のために使用している施投である．Ii」用年数を超えていることもあっで、経I丹IgI助塔し

く1 前名f主ールが老朽化により腐食していて、01棚作鄭寺に船台のI」1輪0脆換性加ある．また， 

後者はi’犠摘の支柱等加畠食していて、‘にJ壊れてもおかLくない状況であり，漁業者7,確に落ち

る危倣性もあるなと安全安心意岨に●弾をきたすことがγ想される。 

そ切ため、施設の改修新iなうことで』議刀長寿命化及び作業効率の向上を図るロ方茜助堪備さ

れることで．粋柳りな漁労括勘を支えることにっながり‘」也域住民の」」話環ザ胸j 嚇詩される‘ 

'I柵節県保全』結受であるi舛曳橋は匡随』勘1平成矛Fに、防波月報勅坪成3拍こ調置され舵0 

j卿敏1〕ために使用されている堀奴！ある。耐川年数を超えていることもあって、潤lI4沫製肝功や

フロ一トの老朽「u誰みIIl傷,り撤しいため，漁業者が使用I吊こ輝‘碑奇劉‘るf'1謝助価り．漁り」括

動改mをきたしている． 

施投の改雄を行うことで，使」那寺0〕漁業星fの安全確保汲で産『f」自（な漁労活動を行える．また、施

設の長涛命化汝びI4地』収α青】上を図られる． 

当該地城の」l括‘糧斉を支える交』手段は．州姉28瑚間カぬいことから自家」月”［ペ乃依存度が 

総合整備舘町書 

愛媛県今恰市 	m之尻辺」也 

肥地の人ロ 127人 	面禎1.7k亡 

帯考 iIl」」，の幽I撤13ま出柳 

l 略 

2 公共断督2の整備を必要とする馴青 

田之尻地塀ま‘菊郎丁中L商110、ら鵬西へ約3hのところに位置し、」珠］ま山あいに集中し，翌よ

産業は第】次確業く農業〕である。 

酬撮貝イ私t櫛暑ュ平成8年にI」毅し‘船揚げのために使用している施投と平成元年に調巴し、 

船の罰洋のために使用している，麟1である．耐旧‘敵を超えていることもあって‘辛緋劣化が著し

く、前者はレーJ助‘老朽化により」IIl貴していて‘船揚作獅寺に船台切』Il輸4境俄性がある。また、 

後者は評牲抑1〕生牲等カ呪食していて、いっ」llれてもおかしくない状況であり‘漁業見勃飾に落ち

るfき鉄性もあるなと安全鼻亡意利用にま瓦Iをきたすことが1恕される． 

そ切ため．糊鼻D朝“謝ラなうことで堀」1の長寄命化及で月乍難28W軍り上を図る,施』助堰備さ

れることで、効綱“りな漁”活動を支えることにっながり，地り,件「Iの省舌環」」1台止カ卿l待される。 

潮8漁具保全』輯紅！あるi乎桟摘は国21611W平成元馴こ，防被堤‘助坪成3用こ副査さ’1，船の

痢海のために使用されていi5描航1ある。耐」11年数を超えていることもあって，渡橋や；杷賄附や

フロートの老朽イ助雅I糾」1勘鰍し‘史め‘漁業勘同史用時に海J嚇客するf‘欺t！劫悔り，漁労活

酬こ支障をきたしている． 

施吸‘1政惨を行うことで，毛取I時9月鱗見」「’J安』，確保l航厳桝蹴r帥鮭,活動を行える．また、施

般の長寿命化及ひil難05軸2殖】上を図られる。 

高くなっており、本地域と叫il196月題及て現道才之原細lI取をf鶴に市道嘉川円背線は地域におい 

で非常に需要の高叫蝋雄路となっている。当」姉●においては離シ」心りに自然汝面0珊肩カ悔り． 

漸li等にて法28が侵食，崩落しており書珊に危飲でありj西行に支I自をきたしている。＊線の改良を 

行うことで地域住民切些括，地膚舌I加坤鞭性・鰯，性カ嚇保できるとともに」勘蘇静iの安定と地 

畑司の交嗣こよる活性化加覇寺できる． 

3 公」単1畑受の整湘計画 

4i和2年度から令和6年度までの5自川り 

叫耽】千円） 

3 公」」由く施I如〕幽棚晒1 

令和2年I劫、ら令和6年度まで05年間 

禅位：千円〕 

阜
『
』一『
 

 

蜘
  

旦l鵠約容 ー搬財源 

蜘
  

財勘I］容 ー般財源 

特定則源 一
  

のうち辺

地対策事

業値の予

定額 

特定，」諏 一般財源 

のうち辺 

」撒栴郎

業債の予

定額 

z帥i 1.422 1,184 1. 100 

ト

誉
鷺

I
 

一
 
」
 
 

2
8
1
0
2
0
2
8
 

 

一
 

m
  

I. 104 

避
  

9
3
4
 

 
770 m

一
 

週
  

770 100 

1aoo' 0 皿叩0 10 叩0 

耳461 堕I旦 1l,962 1I.8加 
一合  

02-  

328 23訪 UI2 1.帥0 
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r 剖 

今治市辺地総合整備計画（変動概要 

辺地名 変 更 後 変 更 前 

口舗丑地 

総合整備言植］書 

愛螺］鵬恰市 口櫛馳 

柳合整備甘植膚 

愛媛県今恰市 	ロ総j丑地 

G群加〕人口 190人 	面積a52a立 肥地の人口 21‘人 	面賓35kd 

（参考 6231t0 世帯数」塁幽拍 

l辺地の概況 

（参考 辺也の世帯数 1堕世帯〕 

1 辺地の概況 

(]）辺地を構成する日］又」割lの名称大三郎丁口総 (1)辺地を構膚する町ヌIま執り名称大三卿町ロ総 

(2）地域の中Lの位置今治市大三島町ロ総3879番地 

(3)辺」也圭点数 	即点 

(2)」映Iの中心の位置州台市’E皿口総廻l番地 

(3）辺」峨‘激 	l30 点 

2 公共航施」伽）整備を‘‘」要とする事情 2 公共自」棚受の整備を必要とする事情 

ロ総地域‘援媛県0環；」L 中切島」として知られる、瀬戸内しまなみi捕増1峯“D大三島に所在し 口総地城は，媛県q漫」ヒ「神刀勘として知られる、断ョ内しまなみ抑道‘瑚kりメ三島に所在し 

ている．翌エ麟は農業‘論業の第一次麟、観う喋である．漁業」幽“ま、愛媛県の最」uこ位置 ている．翌ュ産業は農業・漁課切第一歩産熱耳l緋である。漁業」f勝は愛蛾県0）最北に位置 

していることから‘広島県との県境である雌を憶塀とし、剖こ一本●か刺し網漁業を中‘削こマダ していることから，広島県と0コ県境である灘を漁場とし、判こ一叫か刺し柳丑業を中しにマダ 

イ‘カレイ・メノ訓苛か水揚げされている．また，弓恰地区（り中でも獅直業カ婆く，カキ義殖‘ヒ イ・カレイ・メノりt毎が加易げされでいる.また、今始地区の中でも葬叩業カ4く、カキ柳・ヒ 

ラメ養勉カ嘘んである。 ラメ雄析働掘Iんである， 

大三島緑D村週師』広場は平成16年に建投し，スポーッ振興のために使用している施設である。改 大三島緑の村0岡紘場は平成16年に建設し、ス,什→ッ振興のために使用している方嵐父で」うるロ改 

修を計画しているネットやワイャーは経嶋考fけ塔しく、令和j前三に台風に備えてネットを下げ 修を訓面しているネットやワイャ一一は経年劣化脱●しく、令和応干こ台風に備えてネットを叫f 

た爪劣化により再こ珂は上げることが出来なかった．応急』虻惨善を難した航昨今切台購 た抗劣化により再て馬~き上げることカ拙来なかった。I臓縦］に’崎を実施した航日1玲の台風尋 

の災割犬況を考慮すると、現状で相坊＝全安尤叫師畑に支陣をきたすことが予想される。そのため‘ の災害夢祝を教書すると、現状でI」安全安心ぬlI棚にまJ9をきたすことが予想される。そ切たぬ 

臓如)9姓主を行なうことで施設の長寿命化及胡毒」剃’抱殖1上を図る．期効堆叫』されることで， 』智如殿惨を行なうことで楓如〕長」lI命イ騒輝拶綱策の向上を図る，柳カ遊備されることで、 

利用者の」田加にワながり，j鶴蘇量i玲り活性{bS調待さ41る． 手幅者の」哲加にっながり、地塀覇の活性l肋り鞘寺される。 

諭船論具保全』餌男土平成7川こ建設レ漁具等の保管のために使用している●敏敗！ある‘耐用 灘〕漁貝保全描」1は平成7年に,」l設し，漁具等の保管切ために便用している施設である,耐用 

年数を超えていることもあって、極If劣“功塔しく，強皿D影響もあいまって施設の扉カ鵬員して 年数を超えていることもあって、経年劣イ助て著しく、強網の影響もあいまって施言氷加肋翻負して 

いる。このままでIゴ梱納の漁員等0瑞化楠」I，ろ、守卓佐」L竜利用に支障をきたすことが予想され いる．このままでに」施え辺,の漁具等の捌助唯1,、安全安‘L意利用に支弾をきたすことがγ慰され 

る．方督如政修を行なうことて’眼9の長寿命化及び作獅燐lI’殖］上を図る．また1 施i効唯備され る．施設の改修を行なうことで施1伽）長jlI命（ヒ及て排三業タ粋り嚇1上を図る。また．方掘助腔備され 

ることで‘言桝婆ぬ漁労活動を支えることにっながり‘地域住島刀生活環加古］上が斯簿される。 ることで，青桝lhりな測」，！動を支えることにっながり1 地域住民JD生括環I覚司上」的り】待される。 

共同集出荷棚Iは．平成11年に建没し，魚類の集出荷場として88)11している‘柳α1’ある．耐用年 

数を超えていることもあって、経年劣lbり曙しく、扉には穴カ控いていて開閉作業にも郵血をきた 

している。また、’媒堵から買取った魚を出荷するまで保管しているため、このままで1；滋設の88 

犯女」策に支障をきたすことが子恕される.施設の酬茎を行なうことで耐久性の向上汝びl馴隊」」i‘を 

図り．」航I住民切！」話環I勤白】上カり’詩される． 

製加臓棚受は平成17年lー』，1刃し，集出荷堀に！81 められた漁網加〕鋪暑呆持や品質餌に使用 

している施設である.耐用年数を超えていることもあって，極年劣イ肋塔しく，頻緊に柳章してい 

る．このままでは収1凌定鵬劫行えなし史め,潮美物加維保持‘珊賛醒Iに支陣をきたすこと 

カ坪想される。方督如激j墜を行なうことで施設の長寿命化や噛エネ化を図る。また‘』智助唯備さ 

れることで，括魚・鮮魚の品製管玉聖珊底を行い、市場J叫蜘守する際のf」加価胸右］上にっながり‘ 

地塀覇0フ活性l肋管】待される。 

3 公上推施もIの則凋恒］ 3 公」魂凝設の整‘』ま囲 

令和2年働、ら令和6年座までの5年118 令和2年度から令和6年窪ま-t切5年簡 

（単位：千円） く単位】千円 

財謝略 一瑚」源の 

瞬
  

財源内容 -.9加I源り〕 

)
  

うちj2I地対 ミ熱 ?
  

うち辺地対 

ミミ 事業費 

」ョ」甘源 策事業債の 

予定証 

』1財源 策事業債の 

1淀額 

大三島緑の村 大三島緑の村 
今恰市 110叩 0 1zo加 11000 今治市 1100' 0 に00〕 に叩0 

運助広場 通I』広場 

漁舵諌具保全 難県漁協大 潮【擁具保全 愛媛県撮協大 
791 432 359 300 813 4" 369 3加 

施設 三島支所 方朝受 三島支所 

川司集出荷施 愛媛県漁協大 
1. 183 046 537 5加 

般 三島朝i 

製氷冷蔵 受媛県漁協大 

」通 0 」己望 520 
施設 三島支所 

合 計 に 791 432 ]z3的 11300 合 	計 2り '95 1.四り 独 105 18300 
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「参 匂 

今治市辺地総合整備計画｛変更）概要 

辺地名 変 更 後 変 更 前 

?
  

総合整，輸漣膚 

愛媛県弓恰市 大下辺地 

021地の人口 51人 	面積L52hd 

（参考 辺地の世帯数認世帯〕 

1 略 

2 公」拍く施設の整備を必要とする事情 

大下地協ま今，自港より北呼加5血に位置し、中嚇鵠まI41糊11〕生産である‘また、当該埋区は

離島であるため，定」棚剖幼’】住』助首手段1,ある‘また、島’叩岩話道として島内を一β］する市

道等カ整館されている。 

大下港浮桟橋は平成 3年に月殿し，島即】唯 Q瑚西手段である定］耕舶加）係留のた幽こ使用

している患鍬了ある，耐用年数を超えていることもあって、経年劣I肋塔しく，梱助‘使用できな

い場合、札婚帯切出荷や食齢I柳〕移入や‘島タ14】囲柳】へロ珂降り切きなくなる等住」難目舌

に大きな戴tをきたすことが予想される． 

そ切ため，期則)改推を行なうことで●観」Iの」鰍抑化を図る．』矧効堰備されることで， 

島鼻Dライフライン確側こより、相梧舞k確定出荷による所相確保及び長観の早1ロ田訓こよる胆毒

樹寺等、島跡刀‘」捕観1如殖止加囲’iされる。 

大下島fま海I栂打ョを羽豆としており，平成 10f雌に整備さ相と大下浄水翻争’紡自設では海水に 

総合整翻植］書 

愛姐SOP,恰市 	大下迎i, 

（辺地の人口 塁入 	面001. 521ud 

（参考 辺地の幽h数37世州り 

1 略 

2 I暑拍1班設の動寺を必要とする事情 

大下地鴫』今治港より北酵勺 1加に特置し，キ05辛嶋訓嬬哲切生産であるロまた，当該」1区は

離島であるため，定」湖揃自り唯→D交皿手段である。また，跡加姓話道として島内をーり町する市

道等カ唯略されている。 

大下甘』浮桟僑は平成 3弔:3皿し、，‘●鱒1雌HD拓血手段である定l鞘開自D係刊のために使用

している』猷如？ある。耐用年数を超えていることもあって、経年劣イゆ（著しく‘堀●が使用できな

い場合，II嬬類の出荷や食，i括l等の移入や、島外n融響骨、の週院ができなくなる等、住民生活

に大きな喜阜をきたすことがヲ売Iされる。 

そて1】ため，描如x蝕者を行なうことで施』如）長寿命化を図る。施設カ堰備されることで、 

島民のライフライン確保により，’川醐iol安定出荷による所得稚侃汲び苦療の早期受』今による健康

紺緋，島民の生活環境（加］上が］脱寺される‘ 

大下浄水場浄J畑男土平成10年に玉湖更し，00岸井戸を水源としている大下島において、海水に 

淡水井戸の水をプレンドした後．逆浸遡莫による浄水を行っている航繊」ま老朽f帥雄み更市崎 灘贈戸の水をプレンドした後‘ j聾妬郵」1による浄水を行っている施設である．更新’瑚を迎えて 

期を迎えているため‘』卸！,1」」新し、従猫皿り，助併戸水で海水の希釈を行う。更新する際「土淡水 いるカt 海水淡水価柳2を更新し，1剃6nlり淡7帽打ョによる海水の希釈を行う．更新する際土淡 

井戸の取水隅に応じて希番着『合を畑カさせることで、j曽協馴如、の負荷の更なる嚇まを行ン、』蝋之 水井戸のiiCiく量に応じて師柳静恰を変助させることで，j嘗弾翻11への負荷ロ唖なる』鍬を行“l莫 

の長寿命化を図るとともに，電うI機械罪即I健カ監視装置）と浄オ碗捌0切デ一タ通信において， の長寿命化を図ることのできるシステムとする。』柳効言整個されることで‘，(‘民のライフライン確 

I賄卸I報等に差異が生じることを防止し．正石就‘情報を把握して’燐」白雄ルスう吐皿用をするため、 側こ二】ながり，当舌業境qxら］上カ卿詩される。 

誌勾を一lO付る市道大下ーJl瑚」ま，1助吉住民にとって欠か1虻如川話］Iiとなっている爪海岸沿

いの約360mにかけて，1臨枯燕‘探I加」狙はあるものの，ガードl一ル等猫重安蟻諏現更晋カ松

い因“か存する。当該区間にlお選舗201が3.5mと拠、簡〕●iがあるなど，i毎へ‘馴喬客事故の恐’功（ 

あり，地域住民からも，緋の文」井帥佐はれていることから、心通芦唾畑」とを言皿することで，安全

性町‘1」功咽られ地り喜住］国切ど目寓ll競，胡功切詩される。 

3 公」盤謄2の整l柵植1 

令和2年座から令和6年度までの5‘球り 

ロ川こ】千円】 

電気推械敏更備にっいて更新する。i伽描宙投と1倣（推械航難Iを劉肘て，ことで、品尋Dライフラ 

イン確保にっながり．生括現りきの向上カ切鵬される． 

島内を一括］する市赴k下m煎は地I昨件叫ことって久かせない」鵬道となっているが．海岸沿

レ×尋11 360〕11にかけて，lI高‘誘導標加姐はあるものの，」り一ドレ一304手心く,lIi唾潜如激」邑カ虻‘ 

い区間が1刊一る。当醐又間にはi皿相員が35rnと狭い価折カ協るなとiか、q沖育餌I故‘り甜1が

あり‘地域住民からも麟切’川動埋まれていることから、唾弓配書全癒受を言皿することで、安全

性のtI斑功極】られ、」也域住民●1冶話環境の向上」り卿］待される。 

3 公’舶施畏の整鋼舗回 

令和2年脚、ら令和6年度までの5川町 

（単位】千円〉 
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議会第 3回議案第63号 

市道の廃止について 

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第1項の規定により、次の市道の路線を廃止する。 

令和 5年 6 月 9日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

記 

整理番号 路 	線 	名 
起 

重要な経過地 
終 	点 

2-280 徳重住宅線 
今治市徳重字中カ田 

今治市徳重字中カ田 
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「参 照」 

道路法（抜すい） 

（路線の廃止又は変更） 

第10条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供す

る必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又はー部を廃止することができ

る。路線が重複する場合においても、同様とする。 

2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を認定し

ようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 

3 第 7条第 2項から第 8項まで及び前条の規定は前2項の規定による都道府県道の路線の廃止

又は変更について、第8条第2項から第5項まで及び前条の規定は前 2項の規定による市町村

道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 
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「参 考」 

市道廃止路線一覧表 

整理番号 

（図面対照番号） 
路 	線 	名 

起 	点 
敷地の幅員 延 	長 

終 	点 

2-280 徳重住宅線 
今治市徳重字中カ田 116 番 2先 

m 

3. 8~4. 0 

m 

105. 0 
今治市徳重字中カ田 116 番 2先 
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-52 一 

If奪A.嚇× 
トで誤、島 i、、 

響灘 

【参考】 

市道廃止路線箇所図 

縮尺 1:10000 

+ ― 廃止路線 

0 	起点 

―→ 終点 
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If奪A.嚇× 
トで誤、島 i、、 

響灘 

【参考】 

市道廃止路線箇所図 

縮尺 1:10000 

+ ― 廃止路線 

0 	起点 

―→ 終点 



議会第3回議案第64号 

市道の認定について 

道路法（昭和27年法律第180号）第 8 条の規定により、次の路線を市道に認定する。 

令和 0年 6 月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

記 

整理番号 路 	線 	名 
起 

重要な経過地 
終 

1-259 国分稲越支線 
今治市桜井二丁目 

今治市桜井二丁目 

2-556 中河原2 号線 
今治市中寺字中河原 

今治市中寺字中河原 

2-557 南鳥生道辺線 
今治市南鳥生町四丁目 

今治市南鳥生町四丁目 

2-558 高下川 13 号線 
今治市南高下町三丁目 

今治市南高下町三丁目 

2-55 9 鳥生国道沿線支線 
今治市南高下町三丁目 

今治市南高下町三丁目 

2-560 上徳跨線橋1号線 
今治市上徳 

今治市上徳 

2-561 上徳跨線橋 2号線 
今治市上徳 

今治市上徳 
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2-562 上徳跨線橋 3号線 
今治市上徳 

今治市上徳 

2-563 
上徳跨線橋自歩道 1 

号線 

今治市上徳 

今治市上徳 

2-564 
上徳跨線橋自歩道 2 

号線 

今治市上徳 

今治市上徳 

2-565 郷本町 5号線 
今治市郷本町二丁目 

今治市郷本町二丁目 

3-525 常盤小西 3号線 
今治市中日吉町二丁目 

今治市中日吉町二丁目 

4-405 中堀 10 号線 
今治市中堀一丁目 

今治市中堀一丁目 

4-40 6 阿方角田4号線 
今治市阿方字幸部田 

今治市阿方字幸部田 

9-144 亀岡公園線 
今治市菊間町佐方 

今治市菊間町種 
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「参 照」 

道路法（抜すい） 

（市町村道の意義及びその路線の認定） 

第8条 第3条第4号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を

認定したものをいう。 

2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町

村の議会の議決を経なければならない。 
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「参 考」 

市道認定路線一覧表 

整理番号 

（図面対照番号｝ 
路 線 名 

起 	 点 敷地の幅員 
延長 

終 現況 計画 

1-259 国分稲越支線 
今治市桜井二丁目乙 10 番 81 先 m 

4. 3 
-6.3 

m
  

m 
142. 7 

今治市桜井二丁目乙 10 番 79 先 

2-556 中河原 2 号線 
今治市中寺字中河原 1008 番4 先 

6. 3 46. 2 
今治市中寺字中河原 1008 番 7 先 

2-557 南鳥生道辺線 
今治市南鳥生町四丁目 405 番 6 先 

6. 3 ー
 
0
 
0
 

'
 
0
  今治市南鳥生町四丁目 405 番 13 先 

か558 高下川招号線 
今治市南高下町三丁目釦1 番 3 先 

4. 8 。

J
  

5
 

.
 

ー
  今治市南高下町三丁目釦1 番 4 先 

2-559 鳥生国道沿線支線 
今治市南高下町三丁目 7昭番 7 先 

5. 3 24. 3 
今治市南高下町三丁目 7昭番 6 先 

2-560 上徳跨線橋 1号線 
今治市上徳甲 3弱番1先 6. 4 

-23.6 
n
J
 

。
乙
 
。
乙
 

 
ー
 

■
 

今治市上徳乙 316 番1先 

2-56 1 上徳跨線橋 2 号線 
今治市上徳甲 670 番U 先 6. 3 

-19.0 
ー
 
2
 
2
 
0
 

 今治市上徳甲 6弱番 16 先 

2巧62 上徳跨線橋 3 号線 
今治市上徳甲肌0 番】0 先 5. 0 

-11.2 
ー
 
。
u
 

1
 

り
乙
  

.
 
 

今治市上徳甲 367 番 2 先 

2-563 
上徳跨線橋自歩道 1 

号線 

今治市上徳甲 670 番相先 3. 5 

-7.8 
64. 3 

今治市上徳甲 6弱番 17 先 

2-564 
上徳跨線橋自歩道 2 

号線 

今治市上徳甲 665 番1先 3. 2 

-5.5 
［

ー
  

6
 

,
 
0
  今治市上徳甲 369 番1先 

か565 郷本町 5 号線 
今治市郷本町二丁目 577 番 5 先 

4. 7 3
 

4
ュ
 

.
 
8
  今治市郷本町二丁目 578 番 3 先 

3-525 常盤小西 3 号線 
今治市中日吉町二丁目甲 595 番 10 先 

4. 3 。り
  
5
 

■
 

ー
  今治市中日吉町二丁目甲 595 番 6 先 
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4-405 中堀 10 号線 
今治市中堀一丁目 175 番 110 先 5. 0 

-6.3 
n。
 

n
b
 
n
'

U
 
 

ー
 

.
 
 

今治市中堀一丁目 175 番 94 先 

十406 阿方角田 4 号線 
今治市阿方字幸部田甲 215 番 19 先 

5. 3 り
乙
 

nb
  

8
  今治市阿方字幸部田甲 2 巧番 18 先 

9-144 亀岡公園線 
今治市菊間町佐方 2139 番1先 5. 0 

~7.3 
347. 8 

今治市菊間町種 147 番 0 先 
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【参考】 

市道認定路線箇所図 

縮尺 1:10000 

ーーー 認定路線 
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【参考】 

市道認定路線箇所図 

縮尺 1:10000 

ーーー 認定路線 

0 	起点 

―一 終点 
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市道認定路線箇所図 

縮尺 1:10000 
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市道認定路線箇所図 

縮尺 1:10000 
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縮尺 1:10000 
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市道認定路線箇所図 
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【参考】 

市道認定路線箇所図 
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議会第3回議案第65号 

専決処分について 

地方自治法（昭和22年法律第町号）第耳9条第1項の規定により次のとおり専決処分したから、 

同条第3項の規定により報告し、承認を求める。 

令和 5年 6 月 9 日提出 

今治市長 徳 永 繁 樹 

記 

・今治市市税条例の一部を改正する条例制定について 

・今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

・今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例

措置に関する条例の一部を改正する条例制定について 

・令和 0 年度 今治市一般会計補正予算（第1号） 

・今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 
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「参 照」 

地方自治法（抜すい） 

（長の専決処分） 

第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議

を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は

議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決す

べき事件を処分することができる。 

2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

3 前 2 項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議

会に報告し、その承認を求めなければならない。 
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専決第9号 

今治市市税条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を地方自治法（昭和22年法律第町号）第片9条第1項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

令和 0 年 3月討日 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

地方税法（昭和25年法律第226号）及び地方税法施行令（昭和肪年政令第245号）の改正に

伴い、所要の改正をしようとするもの。 

- 73 一 

専決第9号 

今治市市税条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を地方自治法（昭和22年法律第町号）第片9条第1項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

令和 0 年 3月討日 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

地方税法（昭和25年法律第226号）及び地方税法施行令（昭和肪年政令第245号）の改正に

伴い、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市市税条例のー部を改正する条例 

今治市市税条例（平成葺年今治市条例第引号）の一部を次のように改正する。 

第討条の 9第 2項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額のうち法第314条の 

9第 2項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、 「の同項の」を「の前項の」に、 「若

しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、 

「に充当する」を「を納付し、若しくは納入する」に改める。 

第舗条の 3 の 2第 5項中「第 3項」を「第4項」に改め、同項を同条第 6項とし、同条第 4項

中「第 2項」を「第 3項」に改め、同項を同条第 5項とし，同条第 3項中「前 2項」を『第1項

及び前項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第 2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を

同条第 3項とし、同条第1項の次に次の 1項を加える。 

2 前項又は法第317条の 3 の 2第1項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場

合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して

提出した前項又は法第317条の 3の 2第1項の規定による申告書（その者が当該前年の中途にお

いて次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後

に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、省

令で定めるところにより、前項又は法第317条の 3の 2第1項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第引7条の 3の 2第 1項の規定による申告書を提

出することができる。 

第38条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第1項中「によって」を「により」に改

め、同条に次の 1項を加える。 

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及

び徴収する。 

第41条中「及び」を「、個人の」に、 「の合算額」を「及び森林環境税額の合算額」に、 「に

よって」を「により」に改める。 

第44条第I項中「によって」を「により」に、 『においては」を「には」に改め、 「均等割額」 

の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第 0項において同じ。）」 

を加え、同条第 2項中「においては」を「には」に、 「によって」を「により」に改め、同条第 

3項、第 5項及び第 6 項中「によって」を「により」に改める。 

第46条中「第 0 号の馬様式」の次に「若しくは第 5 号の馬の 2様式」を加え、 『によって」を 

「により」に改める。 

第47条第1項中「によって」を「により」に、 「においては」を「には」に改め、同条第 2項 
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中「通知によって」を「通知により」に、 「第17条の 2の規定によって」を「第H条の 2の 2第 

1項第 2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第 3項、第 6項及び第7項の

規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、 「に充当す

る」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第47条の 2第 1項中「によって徴収することが」を「により徴収することが」に、 「において

は」を「には」に改め、 「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額 

を含む。以下この条及び第47条の 5において同じ。）」を加え、 「によって徴収する場合」を「に

より徴収する場合」に、 「によって徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第 2号及

び同条第 2項中「によって」を「により」に改める。 

第47条の 6第1項中「によって」を「により」に、 「においては」を「には」に改め、同条第 

2項中「方法によって」を「方法により」に、 「第葺条の 2の規定によって」を「第葺条の 2の 

2第1項第 2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第 3項、第 6項及び第7 

項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、 「に充

当する」を『を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第48条第1項及び第 5項中「第認号の4様式」の次に「又は第認号の 4 の 2様式」を加える。 

第舶条第1項中「第認号の 4様式」の次に「又は第認号の 4の 2様式」を加え、同条第2項中 

「においては」を「には」に改める。 

第聞条第1号工中「及び」を「、」に改め、 r3輪のもの」の次に「及び道路運送車両の保安

基準（昭和罰年運輸省令第67号）第1条第 1項第胃号の 6 に規定する特定小型原動機付自転車」 

を加える。 

第昭条第1項及び第 0項並びに第1旧条第1項中「第34号の 2の a様式」の次に「又は第別号の 

2の 0 の 2様式」を加える。 

附則第 8条第1項中「令和 6年度」を「令和 9年度」に改める。 

附則第10条中「、第昭条又は第飼条」を「又は第昭条」に、 「、第昭条若しくは第64条」を「若

しくは第昭条」に改める。 

附則第10条の 2第 3 項中「附則第巧条第認項」を「附則第巧条第幻項」に改め、同条第4項中 

「附則第巧条第23項第 1号」を「附則第15条第認項第1号」に改め、同条第 0 項中「附則第巧条

第器項第 2 号」を「附則第巧条第22項第 2号」に改め、同条第 6項中「附則第15条第器項第 3号」 

を「附則第馬条第羽項第 3号」に改め、同条第 7項中「附則第15条第24項第1号」を「附則第巧

条第器項第1号」に改め、同条第 8項中「附則第巧条第24項第 2号」を「附則第巧条第器項第 2 

号」に改め、同条第 9項中「附則第巧条第26項第1号イ」を「附則第巧条第妬項第1号イ」に改

め、同条第10項中「附則第巧条第罰項第1号ロ」を「附則第巧条第舗項第1号ロ」に改め、同条 
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第n項中「附則第巧条第罰項第 1号ハ」を「附則第巧条第踊項第1号ハ」に改め、同条第12項中 

「附則第巧条第加項第1号ニ」を「附則第巧条第25項第1号ニ」に改め、同条第喝項中「附則第

巧条第罰項第 2 号イ」を「附則第巧条第妬項第 2号イ」に改め、同条第14項中「附則第巧条第26 

項第 2号ロ」を「附則第馬条第巧項第 2号ロ」に改め、同条第馬項中「附則第巧条第謁項第 2 号

ハ」を『附則第馬条第舗項第 2号ハ」に改め、同条第比項中「附則第巧条第26項第 3号イ」を「附

則第巧条第25項第 3号イ」に改め、同条第H項中「附則第巧条第弱項第 3号ロ」を「附則第妬条

第舗項第 3号ロ」に改め、同条第18項中「附則第巧条第罰項第 3号ハ」を「附則第馬条第巧項第 

3号ハ」に改め、同条第均項中「附則第妬条第29項」を「附則第巧条第28項」に改め、同条第加

項中「附則第巧条第昭項」を「附則第巧条第32項」に改め、同条第21項中「附則第巧条第34項」 

を「附則第巧条第33項」に改め、同条第22項中「附則第馬条第開項」を「附則第巧条第認項」に

改め、同条第器項中「附則第巧条第娼項」を「附則第馬条第42項」に改め、同条第24項中「附則

第巧条第44項」を「附則第馬条第43項」に改め、同条第加項を次のように改める。 

26 法附則第妬条の 9 の 3第 1項に規定する市町村の条例で定める割合は 3分の 1とする。 

附則第10条の 3第協項を同条第14項とし、同条第臣項中「附則第7条第喝項」を「附則第7条

第H項」に改め，同項を同条第協項とし、同条第11項の次に次の1項を加える。 

12 法附則第巧条の 9 の 3第 1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、 

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完

了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第 7条第比項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4） 当該工事が完了した年月日 

(5） 当該工事が完了した日から 3月を経過した後に申告書を提出する場合には、 3月以内に

提出することができなかった理由 

附則第10条の 4第 2項中「令和 3年度分及び令和 4年度分」を「令和 0年度分及び令和 6年度

分」に改める。 

附則第I0条の 5第 2項中「令和 3年度分及び令和 4年度分」を「令和 5年度分及び令和 6年度

分」に改め、同条の次に次の1条を加える。 

（令和 2年 7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第10条の 6 法附則第比条の 4第1項（同条第 2項において準用する場合を含む。）の規定の適 
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用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の 1月31日までに次に掲げる事項を記載

した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法入番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者が令附則第12条の 6 

第1項第 3号から第 5号まで又は第 3項第 3号から第 5号までに掲げる者である場合にあっ

ては、同条第1項第1号若しくは第 2号又は第 3項第1号若しくは第 2号に掲げる者との関

係 

(2） 法附則第比条の 4第 1項に規定する被災住宅用地の上に令和 2年度に係る賦課期日にお

いて存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3） 当該年度に係る賦課期日において法附則第比条の 4第1項（同条第 2項において準用す

る場合及び同条第 6項（同条第7項において準用する場合を含む。）の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の 3の 2第1項

に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由 

(4） その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

2 法附則第比条の 4第 1項（同条第 2項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る土地に係る令和 0年度分及び令和 6年度分の固定資産税については、第74条の規定は適用し

ない。 

3 法附則第比条の 4第 4項に規定する特定被災共用土地（以下この項において「特定被災共用

土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎

年 1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

(1） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2） 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(3） 特定被災共用土地に係る法附則第比条の 4第 3 項に規定する被災区分所有家屋の所在、 

家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(4） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務

者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

(5） 法附則第比条の 4第 3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割

合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第比条の 4第 9 項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地等（以下こ

の項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額の按分の申出については、前項 
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中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、 「特定被災共

用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、 「特定被災共用土地に」とあるのは『特定仮換

地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。 

附則第巧条の 2を削る。 

附則第巧条の 2の 2第4項中「1叩分の10」を「100分の託」に改め、同条を附則第巧条の 2と

する。 

附則第巧条の 6第 3項を削る。 

附則第比条第1項中「第 8項」を「第 4項」に改め、同条第 2項中「令和 2年 4月 1日から令

和 3年 3月訂日まで」を「令和 4年 4月1日から令和 8年 3月引日まで」に、 「令和 3年度分」 

を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第 3項から第 6 

項までを削り、同条第7項中「附則第釦条第 7項」を「附則第釦条第 3項」に、 [3輪以上のガ

ソリン軽自動車」を「 3輪以上の法第446条第1項第 3号に規定するガソ IJ ン軽自動車（以下この

項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」に改め、 「、当該ガソリン軽自動車が令

和 3年 4月 1日から令和 4年 3月引日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 4年度

分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、 「令和 0年 3月引日」を「令和 8年 3月引日」に、 「令

和 0年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、 「第 3項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる宇旬は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」 

を「同条第 2号ア（イ｝中「3, 9叩円」とあるのは「2, 000円」と、同号ア（ウ）(1）中「6, 9伽円」と

あるのは「3,駒0円」」に改め、同項を同条第 3項とし、同条第 8項中「附則第釦条第 8項」を「附

則第釦条第 4項」に改め、 「、当該ガソリン軽自動車が令和 3年4月 1日から令和4年 3月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 4年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削

り、 「令和 a年 3 月れ日」を「令和 7年 3月31日」に、 「令和 5年度分」を「、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、 「第 4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を『同条第 2 号ア｛イ）中「3, 900円」 

とあるのは「3, 0舶円」と、同号ア（ウ）(i）中「6, 900円」とあるのは「5, 2叩円」」に改め、同項

を同条第4項とする。 

附則第比条の 2第1項中「第 8項」を「第 4項」に改め、同条第 3項中「100分の10」を「100 

分の35J に改める。 

附則第11条の 2第1項及び第 2項中「令和 5年度」を『令和 8年度」に改める。 

附則第25条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を削る。 

附 則 

（施行期日） 
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中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、 「特定被災共

用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、 「特定被災共用土地に」とあるのは『特定仮換

地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。 

附則第巧条の 2を削る。 

附則第巧条の 2の 2第4項中「1叩分の10」を「100分の託」に改め、同条を附則第巧条の 2と

する。 

附則第巧条の 6第 3項を削る。 

附則第比条第1項中「第 8項」を「第 4項」に改め、同条第 2項中「令和 2年 4月 1日から令

和 3年 3月訂日まで」を「令和 4年 4月1日から令和 8年 3月引日まで」に、 「令和 3年度分」 

を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第 3項から第 6 

項までを削り、同条第7項中「附則第釦条第 7項」を「附則第釦条第 3項」に、 [3輪以上のガ

ソリン軽自動車」を「 3輪以上の法第446条第1項第 3号に規定するガソ IJ ン軽自動車（以下この 

項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」に改め、 「、当該ガソリン軽自動車が令

和 3年 4月 1日から令和 4年 3月引日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 4年度

分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、 「令和 0年 3月引日」を「令和 8年 3月引日」に、 「令

和 0年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、 「第 3項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる宇旬は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」 

を「同条第 2号ア（イ｝中「3, 9叩円」とあるのは「2, 000円」と、同号ア（ウ）(1）中「6, 9伽円」と

あるのは「3,駒0円」」に改め、同項を同条第 3項とし、同条第 8項中「附則第釦条第 8項」を「附 

則第釦条第 4項」に改め、 「、当該ガソリン軽自動車が令和 3年4月 1日から令和4年 3月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 4年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削

り、 「令和 a年 3 月れ日」を「令和 7年 3月31日」に、 「令和 5年度分」を「、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、 「第 4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表 

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を『同条第 2 号ア｛イ）中「3, 900円」 

とあるのは「3, 0舶円」と、同号ア（ウ）(i）中「6, 900円」とあるのは「5, 2叩円」」に改め、同項 

を同条第4項とする。 

附則第比条の 2第1項中「第 8項」を「第 4項」に改め、同条第 3項中「100分の10」を「100 

分の35J に改める。 

附則第11条の 2第1項及び第 2項中「令和 5年度」を『令和 8年度」に改める。 

附則第25条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を削る。 

附 則 

（施行期日） 
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第1条 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

(1） 第肥条第1号エの改正規定及び附則第 4条第 1項の規定（この条例による改正後の今治

市市税条例（以下「新条例」という。）附則第比条の 2第 3項に係る部分を除く。） 令和 

3年 7月 1日 

(2｝ 第別条の 9第 2項並びに第認条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に 1項を加え

る改正規定並びに第41条、第44条、第47条、第47条の 2及び第47条の 6の改正規定並びに附 

則第巧条の 2の 2の改正規定（同条第4項中「100分の10」を「100分の35」に改める部分に

限る。）及び附則第16条の 2第 3項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第4条第1項（新

条例附則第比条の 2第 3項に係る部分に限る。）及び第 3項の規定 令和 6年 1月 1日 

(3） 第弱条の 3の 2の改正規定及び次条第 2項の規定 令和 7年1月I日 

（市民税に関する経過措置） 

第 2条 前条第 2号に掲げる規定による改正後の今治市市税条例の規定中個人の市民税に関する

部分は、令和 6年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和 3年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

2 新条例第弱条の 3の 2第 2項の規定は、令和 7年 1月 1日以後に支払を受けるべき今治市市

税条例第託条の 3の 2第1項に規定する給与（以下この項において「給与」という。）につい

て提出する同条第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与に

ついて提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第 3 条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和 5年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和 4年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

2 令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの期間（以下この項において「適用期間」とい

う。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和 3年法律第 7号）附則第1条第 4号に掲げ 

る規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）附則第飼条に規定する中小事業者等（以 

下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この 

項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」 

という。） （中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」 

という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内

に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引

により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する固定資産税に 
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ついては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第 4条 新条例第認条第1号工及び附則第比条の 2第 3項の規定は、令和 6年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、令和 3年度分までの軽自動車税の種別割については、な

お従前の例による。 

2 令和元年10月 1日から令和 3年12月31日までの間に取得されたこの条例による改正前の今治

市市税条例附則第巧条の 2及び第巧条の 6第 3項に規定する 3輪以上の軽自動車に対して課す

る軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

3 新条例附則第妬条の 2第 3項の規定は、附則第1条第 2号に掲げる規定の施行の日以後に取

得された 3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日

前に取得された 3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお

従前の例による。 

4 新条例附則第比条の規定は、令和 0 年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、 

令和 4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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「参 考」 

今治市市税条例改正条項新旧対照表 

新 1日 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第拠条の 9 略 

2 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かった金額があるときは、当該控除すること

ができなかった金額は、令第昭条の 9 の 3 か

ら第48条の 9 の 6 までに定めるところによ

り、同項の納税義務者に対しその控除するこ

とができなかった金額を還付し、又は当該控

除することができなかった金額のうち法第 

3M条の 9 第 2項後段に規定する還付をすべ

き金額により当該納税義務者の前項の申告

書に係る年度分の個人の県民税、個人の市民

税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納

入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る

徴収金を納付し、若しくは納入する。 

3 略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第弱条の 3 の 2 略 

2 前項又は法第317条の 3 の 2第1項の規定

による申告書を給与支払者を経由して提出

する場合において、当該申告書に記載すべき

事項がその年の前年において当該給与支払

者を経由して提畠した前項又は法第317条の 

3 の 2第1項の規定による申告書（その者が 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第詞条の 9 略 

2 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かった金額があるときは，当該控除すること

ができなかった金額は、令第48条の 9 の 3 か

ら第48条の 9 の 6 までに定めるところによ

り、同項の納税義務者に対しその控除するこ

とができなかった金額を還付し、又は 

	 当該納税義務者の同項の申告 

書に係る年度分の個人の県民税若しくは市

民税に充当し 

、若しくは当該納税義務者の未納に係る

徴収金に充当する 

3 略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第託条の 3の 2 略 

- 82 - 



当該前年の中途において次項の規定による

申告書を当該給与支払者を経由して提出し

た場合には、当該前年の最後に提出した同項

の規定による申告書）に記載した事項と異動

がないときは、給与所得者は、省令で定める

ところにより、前項又は法第317条の 3 の 2  

第1項の規定により記載すべき事項に代え

て当該異動がない旨を記載した前項又は法

第3H条の 3 の 2 第1項の規定による申告書

互提出することができる。 

旦 第1項又は法第3H条の 3 の 2第 1項の規

定による申告書を提出した給与所得者で市

内に住所を有するものは、その年の中途にお

いて当該申告書に記載した事項について異

動を生じた場合には、第1項又は法第317条

の 3 の 2第 1項の給与支払者からその異動

を生じた日後最初に給与の支払を受ける日

の前日までに、省令で定めるところにより、 

その異動の内容その他省令で定める事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

4 第1項及び前項の場合において、これらの

規定による申告書がその提出の際に経由す

べき給与支払者に受理されたときは、その申

告書は、その受理された日に市長に提出され

たものとみなす。 

旦 給与所得者は、第1項及び第 3 項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第48条の 9 の 7 の 2 において準用

する令第 8 条の 2 の 2 に規定する要件を満

たす場合には、省令で定めるところにより、 

2 前項  又は法第訂7条の 3の 2第 1項の規 

定による申告書を提出した給与所得者で市

内に住所を有するものは、その年の中途にお

いて当該申告書に記載した事項について異

動を生じた場合には、前項  又は法第3葺条

の 3 の 2 第1項の給与支払者からその異動

を生じた日後最初に給与の支払を受ける日

の前日までに、省令で定めるところにより、 

その異動の内容その他省令で定める事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

主 前 2 項 	の場合において、これらの 

規定による申告書がその提出の際に経由す

べき給与支払者に受理されたときは、その申

告書は、その受理された日に市長に提出され

たものとみなす。 

生 給与所得者は、第1項及び第 2 項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第48条の 9 の 7 の 2 において準用

する令第 8 条の 2 の 2に規定する要件を満

たす場合には、省令で定めるところにより、 
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当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であ

って省令で定めるものをいう。次条第4項及

び第弱条の 9第 3項において同じ。）により

提供することができる。 

旦 前項の規定の適用がある場合における第 

」堕の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項

を」と、 「給与支払者に受理されたとき」と

あるのは「給与支払者が提供を受けたとき」 

と、 「受理された日」とあるのは「提供を受

けた日」とする。 

（個人の市民税の徴収の方法等） 

第認条 個人の市民税は、第44条、第47条の 2 

第1項、第47条の 5又は第弱条の 5 の規定些

より  特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法により  徴収する。 

2 略 

旦 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割

を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課

し、及び徴収する。 

（個人の市民税の納税通知書） 

第羽条 個人の市民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、当該年度分の個人の

市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額

の合算額（第47条第1項又は第好条の 6第1 

項の規定により  徴収する場合にあっては

特別徴収の方法により  徴収されないこと

になった金額に相当する税額）を前条第1項 

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であ

って省令で定めるものをいう。次条第4項及

び第弱条の 9第 3項において同じ。）により

提供することができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第 

3項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項

を」と、 「給与支払者に受理されたとき」と

あるのは「給与支払者が提供を受けたとき」 

と、 「受理された日」とあるのは「提供を受

けた日」とする。 

（個人の市民税の徴収の方法  ） 

第認条 個人の市民税は、第44条、第好条の 2 

第1項、第好条の 3又は第弱条の 3の規定些

よって特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法によって徴収する。 

2 略 

（個人の市民税の納税通知書） 

第4'条 個人の市民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、当該年度分の個人の

市民税額及び  県民税額の合算額 

	（第47条第1項又は第好条の 6第1 

項の規定によって徴収する場合にあっては

特別徴収の方法によって徴収されないこと

になった金額に相当する税額）を前条第1項 
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の納期（第好条第1項又は第47条の 6 第1項

の規定により  徴収する場合にあっては特

別徴収の方法により 徴収されないことと

なった日以後に到来する納期）の数で除して

得た額とする。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において給与

の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て給与の支払を受けている者（次の各号に掲

げる者のうち特別徴収の方法により  徴収

することが著しく困難であると認められる

者を除く。以下この条において「給与所得者」 

という。）である場合には 	、当該納税 

義務者の前年中の給与所得に係る所得割額

及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う

森林環境税額を含む。次項及び第 0 項におい

て同じ。）の合算額を特別徴収の方法により 

徴収する。 

(1)~(2） 略 

2 前項の納税義務者について、当該納税義務

者の前年中の所得に給与所得以外の所得が 

ある場合には 	、当該給与所得以外の所 

得に係る所得割額を同項の規定により  特

別徴収の方法により  徴収すべき給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額に加

算して特別徴収の方法により  徴収する。た

だし、第託条の 2第1項の申告書に給与所得

以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方

法により  徴収されたい旨の記載があると

きは、この限りでない。 

の納期（第47条第1項又は第47条の 6第1項

の規定によって徴収する場合にあっては特

別徴収の方法によって徴収されないことと

なった日以後に到来する納期）の数で除して

得た額とする。 

（給与所得に係る個入の市民税の特別徴収） 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において給与

の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て給与の支払を受けている者（次の各号に掲

げる者のうち特別徴収の方法によって徴収

することが著しく困難であると認められる

者を除く。以下この条において「給与所得者」 

という。）である場合においては、当該納税

義務者の前年中の給与所得に係る所得割額

及び均等割額 

	の合算額を特別徴収の方法によっ 

て徴収する。 

(1}~(2） 略 

2 前項の納税義務者について、当該納税義務

者の前年中の所得に給与所得以外の所得が

ある場合においては、当該給与所得以外の所

得に係る所得割額を同項の規定によって特

別徴収の方法によって徴収すべき給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額に加

算して特別徴収の方法によって徴収する。た

だし、第舗条の 2第1項の申告書に給与所得

以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方

法によって徴収されたい旨の記載があると

きは、この限りでない。 
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3 前項本文の規定により  給与所得者の給

与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法により  徴収することとなった後

において、当該給与所得者について給与所得

以外の所得に係る所得割額の全部又は一部

を特別徴収の方法により 徴収することが

適当でないと認められる特別の事情が生じ

たため当該給与所得者から給与所得以外の

所得に係る所得割額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収することとされたい

旨の申出があった場合でその事情がやむを

得ないと認められるときは、市長は、当該特

別徴収の方法により  徴収すべき給与所得

以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収

により徴収していない額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収するものとする。 

4 略 

5 納税義務者である給与所得者に対し給与

の支払をする者に当該年度の初日の翌日か

ら翌年の 4 月 30日までの間において異動を

生じた場合において、当該給与所得者が当該

給与所得者に対して新たに給与の支払をす

る者となった者（所得税法第183条の規定旦

より  給与の支払をする際所得税を徴収し

て納付する義務がある者に限る。以下この項

において同じ。）を通じて、当該異動により 

ー従前の給与の支払をする者から給与の支

払を受けなくなった日の属する月の翌月の 

10日（その支払を受けなくなった日が翌年の 

4月中である場合には、同月30日）までに、 

第 1項の規定により特別徴収の方法により 

3 前項本文の規定によって給与所得者の給

与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法によって徴収することとなった後

において、当該給与所得者について給与所得

以外の所得に係る所得割額の全部又は一部

を特別徴収の方法によって徴収することが

適当でないと認められる特別の事情が生じ

たため当該給与所得者から給与所得以外の

所得に係る所得割額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収することとされたい

旨の申出があった場合でその事情がやむを

得ないと認められるときは、市長は、当該特

別徴収の方法によって徴収すべき給与所得

以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収

により徴収していない額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収するものとする。 

4 略 

0 納税義務者である給与所得者に対し給与

の支払をする者に当該年度の初日の翌日か

ら翌年の 4月30日までの間において異動を

生じた場合において、当該給与所得者が当該

給与所得者に対して新たに給与の支払をす

る者となった者（所得税法第183条の規定些

よって給与の支払をする際所得税を徴収し

て納付する義務がある者に限る。以下この項

において同じ。）を通じて、当該異動によっ

て従前の給与の支払をする者から給与の支

払を受けなくなった日の属する月の翌月の 

10日（その支払を受けなくなった日が翌年の 

4月中である場合には、同月30日）までに、 

第1項の規定により特別徴収の方法によっ 
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―徴収されるべき前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴

収の方法により  徴収された金額があると

きは、当該金額を控除した金額）を特別徴収

の方法により  徴収されたい旨の申出をし

たときは、当該合算額を特別徴収の方法によ

旦―徴収するものとする。ただし、当該申出

が翌年の 4 月中にあった場合において、特別

徴収の方法により  徴収することが困難で

あると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

6 特別徴収の方法により  個人の市民税を

徴収される納税義務者が当該年度の初日の

属する年の 6 月 1日から12月 31日までの間

において給与の支払を受けないこととなり、 

かつ、その事由が発生した日の属する月の翌

月以降の月割額を特別徴収の方法により 

徴収されたい旨の当該納税義務者からの申

出があった場合及び当該納税義務者が翌年

の 1月 1日から 4 月卸日までの間において

給与の支払を受けないこととなった場合に

は、その者に対してその年の 0 月引日までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超える

ものがあるときに限り、当該月割額の全額 

（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなった

ときにあっては、同日までに支払われた当該

給与又は退職手当等の額から徴収すること

ができる額）を特別徴収の方法により  徴収

する。 

工徴収されるべき前年中の給与所得に係る~ 

所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴

収の方法によって徴収された金額があると I 

きは、当該金額を控除した金額）を特別徴収

の方法によって徴収されたい旨の申出をし

たときは、当該合算額を特別徴収の方法によ

コ工徴収するものとする。ただし、当該申出

が翌年の 4 月中にあった場合において、特別

徴収の方法によって徴収することが困難で

あると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

6 特別徴収の方法によって個人の市民税を

徴収される納税義務者が当該年度の初日の

属する年の 6 月 1日から吃月31日までの間

において給与の支払を受けないこととなり、 

かつ、その事由が発生した日の属する月の翌

月以降の月割額を特別徴収の方法によって

徴収されたい旨の当該納税義務者からの申

出があった場合及び当該納税義務者が翌年

の 1月 1日から 4 月釦日までの間において

給与の支払を受けないこととなった場合に

は、その者に対してその年の 0 月引日までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超える

ものがあるときに限り、当該月割額の全額 

（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなった

ときにあっては、同日までに支払われた当該

給与又は退職手当等の額から徴収すること

ができる額）を特別徴収の方法によって徴収 

する。 
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―徴収されるべき前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴

収の方法により  徴収された金額があると

きは、当該金額を控除した金額）を特別徴収

の方法により  徴収されたい旨の申出をし

たときは、当該合算額を特別徴収の方法によ

旦―徴収するものとする。ただし、当該申出

が翌年の 4 月中にあった場合において、特別

徴収の方法により  徴収することが困難で

あると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

6 特別徴収の方法により  個人の市民税を

徴収される納税義務者が当該年度の初日の

属する年の 6 月 1日から12月 31日までの間

において給与の支払を受けないこととなり、 

かつ、その事由が発生した日の属する月の翌

月以降の月割額を特別徴収の方法により 

徴収されたい旨の当該納税義務者からの申

出があった場合及び当該納税義務者が翌年

の 1月 1日から 4 月卸日までの間において

給与の支払を受けないこととなった場合に

は、その者に対してその年の 0 月引日までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超える

ものがあるときに限り、当該月割額の全額 

（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなった

ときにあっては、同日までに支払われた当該

給与又は退職手当等の額から徴収すること

ができる額）を特別徴収の方法により  徴収

する。 

工徴収されるべき前年中の給与所得に係る~ 

所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴

収の方法によって徴収された金額があると I 

きは、当該金額を控除した金額）を特別徴収

の方法によって徴収されたい旨の申出をし

たときは、当該合算額を特別徴収の方法によ

コ工徴収するものとする。ただし、当該申出

が翌年の 4 月中にあった場合において、特別

徴収の方法によって徴収することが困難で

あると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

6 特別徴収の方法によって個人の市民税を

徴収される納税義務者が当該年度の初日の

属する年の 6 月 1日から吃月31日までの間

において給与の支払を受けないこととなり、 

かつ、その事由が発生した日の属する月の翌

月以降の月割額を特別徴収の方法によって

徴収されたい旨の当該納税義務者からの申

出があった場合及び当該納税義務者が翌年

の 1月 1日から 4 月釦日までの間において

給与の支払を受けないこととなった場合に

は、その者に対してその年の 0 月引日までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超える

ものがあるときに限り、当該月割額の全額 

（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなった

ときにあっては、同日までに支払われた当該

給与又は退職手当等の額から徴収すること

ができる額）を特別徴収の方法によって徴収 

する。 
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（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月10日までに、その徴収した月

割額を省令第 5 号の巧様式若しくは第 0 号

の巧の 2様式又は省令第 2 条の 6 の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入書に

より  納入しなければならない。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収

税額への繰入れ） 

第47条 個入の市民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に

係る特別徴収税額を特別徴収の方法により

一徴収されないこととなった場合には 

―、特別徴収の方法により  徴収されないこ

ととなった金額に相当する税額は、特別徴収

の方法により  徴収されないこととなった

日以後において到来する第40条第1項の納 

期がある場合には 	そのそれぞれの納 

期において、その日以後に到来する同項の納

期がない場合には  直ちに、普通徴収の

方法により 徴収するものとする。 

2 法第321条の 6第1項の通知により  変更

された給与所得に係る特別徴収税額に係る

個人の市民税の納税者について、既に特別徴

収義務者から市に納入された給与所得に係

る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべ

き給与所得に係る特別徴収税額を超える場

合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額

がない場合を含む。）において当該納税者の

未納に係る徴収金があるときは、当該過納又 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月 10日までに、その徴収した月

割額を省令第 0 号の馬様式 

	 又は省令第 2 条の 6 の規定に 

より総務大臣が定めた様式による納入書に

よって納入しなければならない。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収

税額への繰入れ） 

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に

係る特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

工徴収されないこととなった場合において

は、特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった金額に相当する税額は、特別徴収

の方法によって徴収されないこととなった

日以後において到来する第40条第1項の納

期がある場合においてはそのそれぞれの納

期において、その日以後に到来する同項の納

期がない場合においては直ちに、普通徴収の

方法によって徴収するものとする。 

2 法第321条の 6 第 1項の通知によって変更

された給与所得に係る特別徴収税額に係る

個人の市民税の納税者について、既に特別徴

収義務者から市に納入された給与所得に係

る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべ

き給与所得に係る特別徴収税額を超える場

合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額

がない場合を含む。）において当該納税者の

未納に係る徴収金があるときは、当該過納又 
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は誤納に係る税額は、法第H条の 2の 2第 1  

項第 2号に規定する市町村徴収金関係過誤

納金とみなして、同条第 3項、第 6項及び第 

7項の規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金により当

該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は

納入することを委託したものとみなす。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収） 

第47条の 2 個人の市民税の納税義務者が当

該年度の初日の属する年の前年中において

公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、 

同日において老齢等年金給付（法第321条の 

7の 2第 1項の老齢等年金給付をいう。以下

この節において同じ。）の支払を受けている

年齢65歳以上の者（特別徴収の方法により徴

収することが  著しく困難であると認めら

れるものとして次に掲げるものを除く。以下

この節において「特別徴収対象年金所得者」 

という。）である場合には 	、当該納税 

義務者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦

課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

条及び第47条の 5 において同じ。）の合算額 

（当該納税義務者に係る均等割額を第44条

第 1項の規定により特別徴収の方法により 

徴収する場合には 	、公的年金等に係 

る所得に係る所得割額。以下この条及び第47 

条の 0 において同じ。）の 2分の1に相当す

る額（以下この節において「年金所得に係る

特別徴収税額」という。）を当該年度の初日 

は誤納に係る税額は、法第片条の 2 の規定に 

よって 

	 当 

該納税者の未納に係る徴収金に充当する 

0 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収） 

第47条の 2 個人の市民税の納税義務者が当

該年度の初日の属する年の前年中において

公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、 

同日において老齢等年金給付（法第321条の 

7 の 2第 1項の老齢等年金給付をいう。以下

この節において同じ。）の支払を受けている

年齢65歳以上の者（特別徴収の方法によって

徴収することが著しく困難であると認めら

れるものとして次に掲げるものを除く。以下

この節において「特別徴収対象年金所得者」 

という。）である場合においては、当該納税

義務者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額 

	 の合算額 

（当該納税義務者に係る均等割額を第44条

第 1項の規定により特別徴収の方法によっ

て徴収する場合においては、公的年金等に係

る所得に係る所得割額。以下この条及び第47 

条の 0 において同じ。）の 2分の1に相当す

る額（以下この節において「年金所得に係る

特別徴収税額」という。）を当該年度の初日 
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の属する年の10月 1日から翌年の 3月れ日

までの間に支払われる老齢等年金給付から

当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収

の方法により徴収する。 

(1〕 略 

(2｝ 特別徴収の方法により  徴収するこ

ととした場合には当該年度において当該

老齢等年金給付の支払を受けないことと

なると認められる者 

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して

課する個人の市民税のうち当該特別徴収対

象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

から年金所得に係る特別徴収税額を控除し

た額を第40条第 1項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の 9 月30日ま

での間に到来するものにおいて普通徴収の

方法により  徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴

収税額への繰入れ） 

第41条の 6 法第321条の 7の 7第1項又は第 

3項（これらの規定を法第321条の 7 の 8 第 

3 項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により特別徴収の方法により 

徴収されないこととなった金額に相当する

税額は、その特別徴収の方法により  徴収さ

れないこととなった日以後において到来す

る第40条第1項の納期がある場合には 

そのそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合には 

ー直ちに、普通徴収の方法により  徴収する  

の属する年のI0月 1日から翌年の 3月訂日

までの間に支払われる老齢等年金給付から

当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収

の方法によって徴収する。 

(1） 略 

(2） 特別徴収の方法によって徴収するこ

ととした場合には当該年度において当該

老齢等年金給付の支払を受けないことと

なると認められる者 

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して

課する個人の市民税のうち当該特別徴収対

象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

から年金所得に係る特別徴収税額を控除し

た額を第如条第 1項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の 9 月釦日ま

での間に到来するものにおいて普通徴収の

方法によって徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴

収税額への繰入れ） 

第41条の 6 法第321条の 7の 7第1項又は第 

3項（これらの規定を法第321条の 7 の 8第 

3項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により特別徴収の方法によって

徴収されないこととなった金額に相当する

税額は、その特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった日以後において到来す

る第40条第1項の納期がある場合において

些そのそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合において

は直ちに、普通徴収の方法によって徴収する 
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ものとする。 

2 法第321条の 7の 7第 3項（法第321条の 7 

の 8 第 3項において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定により年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額を特別徴収の方法により  徴収されな

いこととなった特別徴収対象年金所得者に

ついて、既に特別徴収義務者から市に納入さ

れた年金所得に係る特別徴収税額又は年金

所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収

対象年金所得者から徴収すべき年金所得に

係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特

別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所

得に係る特別微収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額がない場合を含む。）におい

て当該特別徴収対象年金所得者の未納に係

る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に

係る税額は、法第片条の 2の 2第 1項第 2号

に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみ

なして、同条第 3項、第 6項及び第7項の規

定を適用することができるものとし、当該市

町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴

収対象年金所得者の未納に係る徴収金童塾

付し、又は納入することを委託したものとみ

なす。 

（法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第認1条の 8第 1項、第 2項、第引

項、第34項及び第舗項の規定による申告書 

（第9項、第10項及び第臣項において「納税

申告書」という。）を、同条第1項、第 2項、 

ものとする。 

2 法第321条の 7 の 7第 3項（法第321条の 7 

の 8 第 3 項において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定により年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額を特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった特別徴収対象年金所得者に

ついて、既に特別徴収義務者から市に納入さ

れた年金所得に係る特別徴収税額又は年金

所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収

対象年金所得者から徴収すべき年金所得に

係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特

別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所

得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額がない場合を含む。）におい

て当該特別徴収対象年金所得者の未納に係

る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に

係る税額は、法第17条の 2の規定によって 

	 当該特別徴 

収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充

当する 

（法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第321条の 8第 1項、第 2項、第31 

項、第飼項及び第35項の規定による申告書 

（第9項、第10項及び第12項において「納税

申告書」という。）を、同条第1項、第 2項、 
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第引項及び第35項の申告納付にあってはそ

れぞれこれらの規定による納期限までに、同 

条第34項の申告納付にあっては遅滞なく市 

長に提出し、及びその申告．に係る税金又は同

条第1項後段及び第 2 項後段の規定により 

提出があったものとみなされる申告書に係

る税金を省令第22号の 4様式又は第22号の 

4 の 2 様式による納付書により納付しなけ

ればならない。 

2~4 略 

0 法第321条の 8 第34項に規定する申告書 

（同条第昭項の規定による申告書を含む。以

下この項において同じ。）に係る税金を納付

する場合には、当該税金に係る同条第1項、 

第 2項又は第引項の納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限とす 

る。第 7項第1号において同じ。）の翌日か 

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額に年14. 6パーセント（申告書を提出した日 

（同条第35項の規定の適用がある場合にお

いて、当該申告書がその提出期限前に提出さ 

れたときは、当該提出期限）までの期間又は 

その期間の末日の翌日から 1月を経過する

日までの期間については、年7.3パーセント） 

の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金を加算して省令第22号の―4 様式又は第 

22号の 4 の 2 様式による納付書により納付

しなければならない。 

6~16 略 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続）  

第31項及び第35項の申告納付にあってはそ

れぞれこれらの規定による納期限までに、同 

条第詞項の申告納付にあっては遅滞なく市

長に提出し、及びその申告に係る税金又は同

条第 1項後段及び第 2項後段の規定により

提出があったものとみなされる申告書に係

る税金を省令第22号の 4様式 

	 による納付書により納付しなけ 

ればならない。 

2~4 略 

0 法第32!条の 8第詞項に規定する申告書 

（同条第昭項の規定による申告書を含む。以

下この項において同じ。）に係る税金を納付

する場合には、当該税金に係る同条第1項、 

第 2項又は第31項の納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限とす 

る。第 7項第1号において同じ。）の翌日か 

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額に年14. 6パーセント（申告書を提出した日 

（同条第35項の規定の適用がある場合にお

いて、当該申告書がその提出期限前に提出さ 

れたときは、当該提出期限）までの期間又は

その期間の末日の翌日から1月を経過する

日までの期間については、年7. 3パーセント） 

の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金を加算して省令第22号の 4様式 

	 による納付書により納付 

しなければならない。 

6~16 略 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

-92 ー 



第50条 法人の市民税の納税者は、法第認1条

の12の規定に基づく納付の告知を受けた場

合には、当該不足税額を当該通知書の指定す

る期限までに、省令第22号の 4様式又は第認

号の 4の 2様式による納付書により納付し

なければならない。 

2 前項の場合には 	、その不足税額に法 

第321条の 8第1項、第 2項又は第引項の納

期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割

に係る不足税額がある場合には、同条第1項

又は第 2項の納期限とし、納期限の延長があ

った場合には、その延長された納期限とす

る。第4項第1号において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年14. 6 

パーセント（前項の納期限までの期間又は当

該納期限の翌日から 1月を経過する日まで

の期間については、年7. 3パーセント）の割

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して納付しなければならない。 

3~4 略 

（種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、1台について、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(1） 原動機付自転車

ア～ウ 略 

エ 3 輪以上のもの（車室を備えず、かつ、 

輪距（ 2以上の輪距を有するものにあっ

ては、その輪距のうち最大のもの）が 0' 5 

メートル以下であるもの、 側面が構

造上開放されている車室を備え、かつ、 

第舶条 法人の市民税の納税者は、法第321条

の 12の規定に基づく納付の告知を受けた場

合には、当該不足税額を当該通知書の指定す

る期限までに、省令第22号の 4様式 

	 による納付書により納付し 

なければならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に法

第321条の 8第1項、第 2項又は第引項の納

期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割

に係る不足税額がある場合には、同条第1項

又は第 2 項の納期限とし、納期限の延長があ

った場合には、その延長された納期限とす

る。第4 項第1号において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年14. 6 

パーセント（前項の納期限までの期間又は当

該納期限の翌日から 1月を経過する日まで

の期間については、年7. 3パーセント）の割

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して納付しなければならない。 

3~4 略 

（種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、1台について、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(1） 原動機付自転車

ア～ウ 略 

エ 3輪以上のもの（車室を備えず、かつ、 

輪距（ 2以上の輪距を有するものにあっ

ては、その輪距のうち最大のもの）が 0. 5 

メートル以下であるもの及び側面が構

造上開放されている車室を備え、かつ、 
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輪距が0. 5メートル以下の 3 輪のもの及

び道路運送車両の保安基準（昭和26年運

輸省令第町号）第1条第1項第協号の 6  

に規定する特定小型原動機付自転車を

除く。）で、総排気量が0. 02リットルを

超えるもの又は定格出力が0. 25キロワ

ットを超えるもの 年額 3, 700円 

(2)~(3） 略 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月

の初日から末日までの間における売渡し等

に係る製造たばこの品目ごとの課税標準た

る本数の合計数（以下この節において「課税

標準数量」という。）及び当該課税標準数量

に対するたばこ税額、第96条第 1項の規定に

より免除を受けようとする場合にあっては

同項の適用を受けようとする製造たばこに

係るたばこ税額並びに次条第 1項の規定に

より控除を受けようとする場合にあっては

同項の適用を受けようとするたばこ税額そ

の他必要な事項を記載した省令第34号の 2 

様式による申告書を市長に提出し、及びその

申告に係る税金を省令第詞号の 2 の 0 様式

又は第34号の 2 の 0 の 2 様式による納付書

によって納付しなければならない。この場合

において、当該申告書には、第96条第 3 項に

規定する書類及び次条第 1項の返還に係る

製造たばこの品目ごとの数量についての明

細を記載した省令第比号の 0 様式による書 

輪距が0. 5メートル以下の 3 輪のもの― 

	 を 

除く。）で、総排気量が0. 02リットルを

超えるもの又は定格出力が0. 25キロワ

ットを超えるもの 年額 3, 700円 

(2) -'-j (3) J 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月

の初日から末日までの間における売渡し等

に係る製造たばこの品目ごとの課税標準た

る本数の合計数（以下この節において「課税

標準数量」という。）及び当該課税標準数量

に対するたばこ税額、第96条第1項の規定に

より免除を受けようとする場合にあっては

同項の適用を受けようとする製造たばこに

係るたばこ税額並びに次条第 1項の規定に

より控除を受けようとする場合にあっては

同項の適用を受けようとするたばこ税額そ

の他必要な事項を記載した省令第詞号の 2 

様式による申告書を市長に提出し、及びその

申告に係る税金を省令第詞号の 2 の 0 様式 

	 による納付書 

によって納付しなければならない。この場合

において、当該申告書には、第96条第 3 項に

規定する書類及び次条第 1項の返還に係る

製造たばこの品目ごとの数量についての明

細を記載した省令第16号の 0 様式による書 
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類を添付しなければならない。 

2~4 略 

5 前項の修正申告書に係る税金を添付する

場合には、当該税金に係る第1項又は第2項

の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限。第10l条第2項におい

て同じ。）の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、当該税額に年14. 6パーセント 

（修正申告書を提出した日までの期間又は

その日の翌日から1月を経過する日までの

期間については、年7. 3パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して、省令第誕号の 2の 0様式又は第

詞号の 2 の 0 の 2 様式による納付書によっ

て納付しなければならない。 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481 

条、第483条又は第484条の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額又は

過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは

重加算金額を、当該通知書の指定する期限ま

でに、省令第別号の 2の 0様式又は第飼号の 

2 の a の 2 様式による納付書によって納付

しなければならない。 

2 略 

附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第 8 条 昭和馴年度から令和 9 年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条

第4項に規定する場合において、第託条の 2 

類を添付しなければならない。 

2~4 略 

5 前項の修正申告書に係る税金を添付する

場合には、当該税金に係る第1項又は第 2項

の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限。第101条第 2項におい

て同じ。）の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ，当該税額に年14. 6パーセント 

（修正申告書を提出した日までの期間又は

その日の翌日から1月を経過する日までの

期間については、年7. 3パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して、省令第腿号の 2 の a様式 

	 による納付書によっ 

て納付しなければならない。 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481 

条、第483条又は第484条の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額又は

過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは

重加算金額を、当該通知書の指定する期限ま

でに、省令第詞号の 2 の 0様式 

	 による納付書によって納付 

しなければならない。 

2 略 

附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第 8条 昭和釘年度から令和 6 年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第6 条

第4項に規定する場合において、第託条の 2 
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第1項の規定による申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第託条の 3 第 1項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第25条第 1項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載

があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得

割の額を免除する。 

2~3 略 

（読替規定） 

第10条 法附則第巧条から第馬条の 3 の 2 ま 

で又は第昭条 	の規定の適用がある各 

年度分の固定資産税に限り、第引条第 8項中 

「又は第349条の 3 の 4 から第別9条の 0 ま

で」とあるのは、 「若しくは第349条の 3の 

4から第349条の 0 まで又は附則第巧条から

第巧条の 3 の 2 まで若しくは第脇条 

」とする。 

（法附則第巧条第2 項第 1号等の条例で定

める割合） 

第10条の 2 略 

2 略 

3 法附則第馬条第21項に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1 とする。 

4 法附則第巧条第22項第 1号に規定する市

町村の条例で定める割合は 3分の 2とする。 

5 法附則第馬条第認項第 2 号に規定する市  

第 1項の規定による申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第託条の 3 第 1項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第25条第 1項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載

があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得

割の額を免除する。 

2~3 略 

（読替規定） 

第加条 法附則第巧条から第馬条の 3 の 2 ま

で、第昭条又は第64条の規定の適用がある各

年度分の固定資産税に限り、第引条第 8項中 

「又は第349条の 3 の 4から第349条の 0 ま

で」とあるのは、 「若しくは第詞9条の 3 の 

4から第349条の 0 まで又は附則第巧条から

第巧条の 3 の 2まで、第昭条若しくは第餌

窒」とする。 

（法附則第巧条第2項第1号等の条例で定

める割合） 

第10条の 2 略 

2 略 

3 法附則第15条第22項に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1とする。 

4 法附則第巧条第器項第I号に規定する市

町村の条例で定める割合は 3分の 2 とする。 

0 法附則第15条第昭項第 2号に規定する市 
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町村の条例で定める割合は 2分の1とする。 

6 法附則第巧条第認項第 3 号に規定する市

町村の条例で定める割合は 2分の1とする。 

7 法附則第巧条第認項第1号に規定する市

町村の条例で定める割合は 3分の 2とする。 

8 法附則第巧条第昭項第 2 号に規定する市

町村の条例で定める割合は 2分の1とする。 

9 法附則第】5条第加項第 1号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2とする。 

10 法附則第馬条第妬項第1号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2とする。 

H 法附則第15条第25項第1号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2 とする。 

12 法附則第巧条第為項第1号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2とする。 

13 法附則第馬条第巧項第 2 号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は4分の 3とする。 

14 法附貝リ第巧条第25項第 2号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は4分の 3とする。 

馬 法附則第巧条第託項第 2号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 4分の 3とする。 

16 法附則第馬条第肺項第 3号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例 

町村の条例で定める割合は 2分の 1とする。 

6 法附則第妬条第器項第 3 号に規定する市

町村の条例で定める割合は 2分の 1とする。 

7 法附則第馬条第24項第1号に規定する市

町村の条例で定める割合は 3分の 2とする。 

8 法附則第馬条第24項第 2号に規定する市

町村の条例で定める割合は 2分の 1とする。 

9 法附則第巧条第26項第I号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2とする。 

10 法附則第巧条第26項第1号口に規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2とする。 

11 法附則第巧条第加項第1号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2とする。 

12 法附則第巧条第加項第I号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 3分の 2とする。 

13 法附則第巧条第26項第 2号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 4分の 3とする。 

14 法附則第巧条第加項第 2 号口に規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は4分の 3とする。 

巧 法附則第巧条第26項第 2 号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は4分の 3とする。 

16 法附則第巧条第加項第 3 号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例 
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で定める割合は 2分の1とする。 

片 法附則第巧条第25項第 3号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 2分の1とする。 

18 法附則第巧条第妬項第 3号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 2分の 1とする。 

19 法附則第巧条第認項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3分の 2とする。 

20 法附則第巧条第認項に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の1とする。 

21 法附則第巧条第昭項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3分の 2 とする。 

22 法附則第巧条第認項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3分の 2とする。 

器 法附則第巧条第42項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3分の1とする。 

24 法附則第巧条第43項に規定する市町村の

条例で定める割合は 4分の 3 とする。 

25 略 

26 法附則第巧条の 9 の 3 第 1項に規定する

市町村の条例で定める割合は 3分の 1とす

る。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第10条の 3 略 

2~H 略 

旦 法附則第巧条の 9 の 3 第 1項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家屋 

で定める割合は 2分の1とする。 

片 法附則第馬条第26項第 3号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 2分の1とする。 

18 法附則第16条第26項第 3 号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は 2分の 1とする。 

19 法附則第妬条第29項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3分の 2とする。 

20 法附則第15条第器項に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の1とする。 

21 法附則第巧条第34項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3分の 2とする。 

22 法附則第巧条第39項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3 分の 2 とする。 

器 法附則第巧条第43項に規定する市町村の

条例で定める割合は 3分の1とする。 

24 法附則第巧条第44項に規定する市町村の

条例で定める割合は 4分の 3 とする。 

25 略 

26 法附則第糾条に規定する市町村の条例で

定める割合は 0 とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第10条の 3 略 

2~Ii 略 
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について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該特定マンションに係る同項に規

定する工事が完了した日から 3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に省令附則

第7条第16項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

(1ユ．納税義務者の住所、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称） 

(2） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面

積 

(3」一 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4」一 当該工事が完了した年月日 

堕上 当該工事が完了した日から 3 月を経

過した後に申告書を提出する場合には、3  

月以内に提出することができなかった理

由 

旦 法附則第1 条の10第 1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から 3月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に省令附則第7  

条第葺項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（平成7年法律第1昭号）第7条又

は附則第 3 条第 1項の規定による報告の写

し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12 

条第19項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

旦 法附則第巧条の10第 1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から 3月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に省令附則第 7  

条第13項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（平成7年法律第123号）第7条又

は附則第 3条第1項の規定による報告の写

し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12 

条第19項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 
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について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該特定マンションに係る同項に規

定する工事が完了した日から 3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に省令附則

第7条第16項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

(1ユ．納税義務者の住所、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称） 

(2） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面

積 

(3」一 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4」一 当該工事が完了した年月日 

堕上 当該工事が完了した日から 3 月を経

過した後に申告書を提出する場合には、3  

月以内に提出することができなかった理

由 

旦 法附則第1 条の10第 1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から 3月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に省令附則第7  

条第葺項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（平成7年法律第1昭号）第7条又

は附則第 3 条第 1項の規定による報告の写

し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12 

条第19項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

旦 法附則第巧条の10第 1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から 3月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に省令附則第 7  

条第13項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（平成7年法律第123号）第7条又

は附則第 3条第1項の規定による報告の写

し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12 

条第19項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 
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(1)~(4） 略 

(5） 省令附則第 7条第H項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6） 略 

14 略 

（平成28年熊本地震に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

第10条の 4 略 

2 法附則第比条の 2第1項（同条第 2項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受ける土地に係る令和 0 年度分及び令和 6  

年  の固定資産税については、第74条の規

定は適用しない。 

3~4 略 

（平成30年 7 月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

第10条の 5 略 

2 法附則第比条の 3第1項（同条第 2項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受ける土地に係る令和 0 年度分及び令和 6  

年 分の固定資産税については、第74条の規

定は適用しない。 

3~4 略 

（令和 2年 7 月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

第10条の 6  法附則第比条の4第1項（同条第 

(1)~{4） 略 

(5） 省令附則第 7 条第協項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6） 略 

13 略 

（平成28年熊本地震に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

第10条の 4 略 

2 法附則第比条の 2第1項（同条第 2項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受ける土地に係る令和 3年度分及び令和 4  

年  の固定資産税については、第74条の規

定は適用しない。 

3~4 略 

（平成30年 7月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

第10条の 0 略 

2 法附則第比条の 3第1項（同条第 2項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受ける土地に係る令和 3年度分及び令和 4  

年度分の固定資産税については、第祖条の規

定は適用しない。 

3~4 略 
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2 項において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受けようとする者は、当該年度の初

日の属する年の 1月引日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。  

旦」ー 納税義務者の住所、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法入

番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）並びに当該納税義務者が令附

則第12条の 6 第 1項第 3 号から第 3 号ま

で又は第 3 項第 3 号から第 3 号までに掲

げる者である場合にあっては、同条第1項

第 1号若しくは第 2 号又は第 3 項第 1号

若しくは第 2 号に掲げる者との関係  

」旦上 法附則第比条の 4 第 1項に規定する

被災住宅用地の上に令和 2 年度に係る賦

課期日において存した家屋の所有者及び

家屋番号 

些」一 当該年度に係る賦課期日において法

附則第比条の4 第1項（同条第 2 項におい

て準用する場合及び同条第 6 項（同条第 7  

項において準用する場合を含む。）の規定

により読み替えて適用される場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする土地

を法第349条の 3 の 2 第1項に規定する家

屋の敷地の用に供する土地として使用す

ることができない理由 

旦」一 その他市長が固定資産税の賦課徴収

に関し必要と認める事項 

乙 法附則第比条の 4 第1項（同条第 2 項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を  
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受ける土地に係る令和 0 年度分及び令和 6  

年度分の固定資産税については、第74条の規

定は適用しない。  

3 法附則第比条の 4第 4項に規定する特定

被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第 4項に規定する特定

被災共用土地納税義務者（以下この項におい

て「特定被災共用土地納税義務者」という。） 

の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。  

(1） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又

は名称）  

(2） 特定被災共用土地の所在、地番、地目

及び地積並びにその用途  

」旦ユー 特定被災共用土地に係る法附則第比

条の 4第 3項に規定する被災区分所有家

屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面

積並びにその用途 

(4） 各特定被災共用土地納税義務者の住

所及び氏名並びに当該各特定被災共用土

地納税義務者の当該特定被災共用土地に

係る持分の割合 

(5） 法附則第比条の 4 第 3 項の規定によ

り按分する場合に用いられる割合に準じ

て定めた割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第比条の 4第 9 項の規定により特

定被災共用土地とみなされた特定仮換地等 
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（以下この項において「特定仮換地等」とい

う。）に係る固定資産税額の按分の申出につ

いては、前項中「特定被災共用土地納税義務

者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」 

と、 「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、 「特定被災共用土地に」 

とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の

土地である特定被災共用土地に」とする。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第巧条の 2  略 

2~3 略 

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合を乗 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第馬条の 2  法第4引条第 1項第1号（同条第 

4項又は第 5項において準用する場合を含

む。）に掲げる 3 輪以上の軽自動車（自家用

のものに限る。以下この条において同じ。） 

に対しては、当該 3輪以上の軽自動車の取得

が令和元年10月 1日から令和 3年臣月31日

までの間（附則第馬条の 6 第 3項において 

「特定期間」という。）に行われたときに限

り、第釦条第1項の規定にかかわらず、軽自

動車税の環境性能割を課さない。 

2 市長は、当分の間、第帥条第1項の規定に

かかわらず、県知事が自動車税の環境性能割

を課さない自動車に相当するものとして市

長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、 

軽自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第巧条の 2の 2  略 

2~3 略 

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに100分の10の割合を乗 
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2 

第巧条の 6 

じて計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

略 

略 2 

3 

第巧条の 6 

じて計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

略 

略 

自家用の 3 輪以上の軽自動車であって乗 

用のものに対する第引条の 4（第2号に係る 

部分に限る。）及び前項の規定の適用につい 

ては、当該軽自動車の取得が特定期間に行わ 

れたときに限り、これらの規定中「100分の 

2」とあるのは、 	[100分の 1」とする。 

第比条 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

法附則第卸条第 1項に規定する 3 輪 第比条 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

法附則第釦条第1項に規定する 3 輪 

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最 以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最 

初の法第444条第 3 項に規定する車両番号の 初の法第444条第 3項に規定する車両番号の 

指定（次項から第 4項までにおいて「初回車 指定（次項から第 8項までにおいて「初回車 

両番号指定」という。）を受けた月から起算 両番号指定」という。）を受けた月から起算 

してM年を経過した月の属する年度以後の して14年を経過した月の属する年度以後の 

年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条 年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条 

の規定の適用については、当分の間、次の表 の規定の適用については、当分の間、次の表 

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に 

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる 掲げる字旬は、それぞれ同表の右欄に掲げる 

字句とする。 字句とする。 

表 略 表 略 

2 法附則第釦条第 2項第 1号及び第 2 号に 2 法附則第和条第 2項第1号及び第 2 号に 

掲げる 3 輪以上の軽自動車に対する第82条 掲げる 3輪以上の軽自動車に対する第82条 

の規定の適用については、当該軽自動車が全 の規定の適用については、当該軽自動車が全 

和 4年 4 月 1日から令和 8 年 3 月引日まで 和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで 

の間に初回車両番号指定を受けた場合には」ー の間に初回車両番号指定を受けた場合には 

当該初回車両番号指定を受けた日の属する 令和 3年度分 

年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限 の軽自動車税の種別割に限 

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表 り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表 
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の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

表 略  

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

表 略 

3 法附則第釦条第 3 項第 1号及び第 2 号に

掲げる法第446条第1項第 3号に規定するガ

ソリン軽自動車（以下この条において「ガソ

リン軽自動車」という。）のうち 3輪以上の

ものに対する第82条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和 2年 4月 1  

日から令和 3年 3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和 3年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と 

する。 

第 2 号ア（イ） 3, 900円 L000円 

第2 号ア（ウ） 6, 900円 3, 500円 

(i) 10, 800円 5, 400円 

第 2 号ア（ウ） 3, 800円 1, 900円 

(ii) 5, 000円 2, 500円 

4 法附則第釦条第 4項第1号及び第 2 号に

掲げるガソリン軽自動車のうち 3 輪以上の

もの（前項の規定の適用を受けるものを除

く。）に対する第82条の規定の適用について

は、当該ガソ t)ン軽自動車が令和 2年4月 1  

日から令和 3年 3 月引日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和 3年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 
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第 2 号ア（イ） 3, 900円 3, 000円 

第 2 号ア（ウ） 6, 900円 5, 200円 

(i)  10, 800円 8, 100円 

第 2 号ア（ウ） 3, 800円 2,900円 

(ii)  5, 000円 3. 800円 

3 法附則第和条第 2 項第1号及び第 2 号に

掲げる 3輪以上の軽自動車のうち、自家用の

乗用のものに対する第82条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が令和 3年 4月 1日

から令和 4年 3 月引日までの間に初回車血

番号指定を受けた場合には令和 4年度分の

軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が

令和 4年 4月 1日から令和 0 年 3月引日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和 3年度分の軽自動車税の種別割に限

り、第 2項の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

6 法附則第釦条第 2 項第1号及び第 2号に

掲げる 3輪以上の軽自動車（自家用の乗用の

ものを除く。）に対する第82条の規定の適用

については、当該軽自動車が令和 3年 4月 1  

日から令和 4年 3 月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和 4年度分

の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車

が令和 4年 4 月 1日から令和 0 年 3 月引日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和 a年度分の軽自動車税の種別割に

限り、第 2項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 
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主 法附則第30条第 3項の規定の適用を受け

る 3輪以上の法第446条第1項第3号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次項

において「ガソリン軽自動車」という。）（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第82 

条の規定の適用については 

	 、当該ガソリン軽自動車が令和 4 

年 4月 1日から令和 8年 3 月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、旦

条第 2 号ア（イ）中「3, 900円」とあるのは 

12, 000円」と、同号ア（ウ）(1）中「6, 900  

円」とあるのは「3, 500円j とする。 

4 法附則第卸条第4項の規定の適用を受け

る 3 輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第82条の規定の適用

については 

	 、当該 

ガソリン軽自動車が令和 4年 4 月 1日から

令和 7年 3 月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、当該初回車両番号指

定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽

自動車税の種別割に限り、同条第2号ア（イ｝ 

中「3, 900円」とあるのは「3, 000円」と、同 

7 法附則第釦条第 7項の規定の適用を受け

る 3 輪以上のガソリン軽自動車 

	 （営 

業用の乗用のものに限る。）に対する第82 

条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和 3年4 月 1日から令和4年 3  

月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和 4年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和 4  

年 4月 1日から令和 5 年 3 月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には全血 

0 年度分 

	 の軽自動車税の種別割に限り、襲 

3項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄 

に掲げる字句 	とする。 

8 法附則第30条第 8 項の規定の適用を受け

る 3 輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第82条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和 3  

年 4 月 1日から令和4年 3月引日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和 

4年度分の軽自動車税の種別割に限つ、当該

ガソリン軽自動車が令和 4年 4 月 1日から

令和 0 年 3月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和 0年度分 

	 の軽 

自動車税の種別割に限り、第4項の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる 
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号ア（ウ）{i）中「6, 900円」とあるのは「5, 200  

円」とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第比条の 2 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第 

2 項から第4項までの規定の適用を受ける 

3 輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等 

（法附則第脚条の 2 第 1項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

2 略 

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の

不足額に、これに100分の35の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第打条の 2 昭和昭年度から令和 8年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第1項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第31条第1項に規定する土地等をいう。 

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に

規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第34条の 2第 

1項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第1 

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を 

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 

ーとする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の 2 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第 

2項から第8 項までの規定の適用を受ける 

3 輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等 

（法附則第卸条の 2 第 1項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

2 略 

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の

不足額に、これに100分の】0の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第H条の 2 昭和昭年度から令和 0年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第1項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第31条第1項に規定する土地等をいう。 

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に

規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第34条の 2第 

1項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第1 

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を 
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受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。） 

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割の額は、前条第1項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する額

とする。 

{1）ヘノ（2） 略 

2 前項の規定は、昭和昭年度から令和 8年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第 1項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡

をした場合において、当該譲渡が確定優良住

宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の 

2 第 0項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡をいう。以下この項において

同じ。）に該当するときにおける前条第1項

に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所

得金額に対して課する市民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第詞条の 2 第10項の規定に該当す

ることとなるときは、当該譲渡は確定優良住

宅地等予定地のための譲渡ではなかったも

のとみなす。 

3 略 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附

金税額控除の特例） 

第2 条 所得割の納税義務者が、新型コロナウ

イルス感染症等の影響に対応するための国

税関係法律の臨時特例に関する法律（令和 2 

年法律第25号 

	 ）第 5条第 4 

受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。） 

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割の額は、前条第1項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する額

とする。 

(1)~(2） 略 

2 前項の規定は、昭和昭年度から令和 0年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第1項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡

をした場合において、当該譲渡が確定優良住

宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の 

2 第 0 項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡をいう。以下この項において

同じ。）に該当するときにおける前条第1項

に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所

得金額に対して課する市民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第詞条の 2第10項の規定に該当す

ることとなるときは、当該譲渡は確定優良住

宅地等予定地のための譲渡ではなかったも

のとみなす。 

3 略 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附

金税額控除の特例） 

第託条 所得割の納税義務者が、新型コロナウ

イルス感染症等の影響に対応するための国

税関係法律の臨時特例に関する法律（令和 2 

年法律第25号。次条において「新型コロナウ

イルス感染症特例法」という。）第 5条第 4 
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項に規定する指定行事のうち、市長が指定す

るものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、 

参加料金その他の対価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に

規定する指定期間内にした場合には、当該納

税義務者がその放棄をした日の属する年中

に法附則第舶条第 4項に規定する市町村放

棄払戻請求権相当額の法第314条の 7第1項

第 3 号に掲げる寄附金を支出したものとみ

なして、第詞条の 7の規定を適用する。 

項に規定する指定行事のうち、市長が指定す

るものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、 

参加料金その他の対価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第 1項に

規定する指定期間内にした場合には、当該納

税義務者がその放棄をした日の属する年中

に法附則第60条第 4項に規定する市町村放

棄払戻請求権相当額の法第314条の 7第1項

第 3 号に掲げる寄附金を支出したものとみ

なして、第34条の 7 の規定を適用する。 
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専決第10号 

今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を地方自治法（昭和認年法律第67号）第片9条第1項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

令和 a年 3 月31日 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

地方税法施行令（昭和妬年政令第245号）の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

今治市国民健康保険税条例（平成H年今治市条例第154号）の一部を次のように改正する。 

第 3条第 3項ただし書中「加万円」を「22万円」に改める。 

第巧条の 2第 2項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類」を「又 

は雇用保険受給資格通知（同令第19条第 3項に規定するものをいう。）」に改める。 

第罰条第1項中「加万円」を「22万円」に改め、同項第 2号中「285,加0円」を「29万円」に改 

め、同項第 3号中「晃万円」を「535, 000円」に改める。 

第加条の 2第1項中「加万円」を「認万円」に改める。 

附則第 4項中「第加条第1項」を「第罰条」に、 「同項」を「同条第 1項」に改める。 

附則第 0項、第 6項及び第 8項から第巧項までの規定中「第舗条第1項の」を「第舗条の」に 

改める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

（適用区分） 

2 この条例による改正後の今治市国民健康保険税条例の規定は、令和 0年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和 4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 

- 113 - 



「参 考」 

今治市国民健康保険税条例改正条項新旧対照表 

新 I日 

（課税額） 

第 3条 略 

2 略 

3 第 1項第 2 号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第 2項の世帯主を除く。） 

及びその世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額及び資産割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が22万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課税額

は、 22万円とする。 

4 略 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第巧条の 2 略 

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納

税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保

険法施行規則（昭和駒年労働省令第 3号）第

片条の 2 第1項第1号に規定するものをい

う。）又は雇用保険受給資格通知（同令第19  

条第 3 項に規定するものをいう。）を提示し

なければならない。 

（保険税の減額） 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる保険税

の納税義務者に対して課する保険税の額は、 

第 3 条第 2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が弱万円を超える場合には、65万 

（課税額） 

第 3条 略 

2 略 

3 第 1項第 2号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第 2項の世帯主を除く。） 

及びその世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額及び資産割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が20万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課税額

は、 20万円とする。 

4 略 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第巧条の 2 略 

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納

税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保

険法施行規則（昭和和年労働省令第 3号）第

葺条の 2第1項第 1号に規定するものをい

う。）その他の特例対象被保険者等であるこ 

との事実を証明する書類 	を提示し 

なければならない。 

（保険税の減額） 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる保険税

の納税義務者に対して課する保険税の額は、 

第 3 条第 2 項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が65万円を超える場合には、65万 
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円）、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が22万円を超え

る場合には、22万円）並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が 

H万円を超える場合には、葺万円）の合算額

とする。 

(1） 略 

(2） 法第703条の 0第 1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、娼万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき29万円  を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

(3） 法第7船条の 3第 1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき535, 000円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

円）、同条第 3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が20万円を超え

る場合には、20万円）並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が 

17万円を超える場合には、17万円）の合算額

とする。 

(1） 略 

(2） 法第703条の 3第 1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき285, 000円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

(3） 法第703条の 3第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者I人につき52万円  を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

一 115- 

円）、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が22万円を超え

る場合には、22万円）並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が 

H万円を超える場合には、葺万円）の合算額

とする。 

(1） 略 

(2） 法第703条の 0第 1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、娼万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき29万円  を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

(3） 法第7船条の 3第 1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき535, 000円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

円）、同条第 3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が20万円を超え

る場合には、20万円）並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が 

17万円を超える場合には、17万円）の合算額

とする。 

(1） 略 

(2） 法第703条の 3第 1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき285, 000円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

(3） 法第703条の 3第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から 

1を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者I人につき52万円  を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 

一 115- 



（前 2号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

2 略 

（保険税の減額の特例） 

第26条の 2 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から 2年を経過する月まで

の間に限り、第 3条第 2項本文の基礎課税額

から第 1号から第 3 号までに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が65万円

を超える場合には、師万円）、同条第 3項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第 4号

から第 6 号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が22万円を超える場

合には、22万円）及び同条第4項本文の介護

納付金課税額から第 7号から第 9 号までに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額がH万円を超える場合には、片万円）の

合算額とする。 

{1)~(9） 略 

2 略 

附 則 

1~3 略 

（公的年金等に係る所得に係る保険税の課

税の特例） 

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年

中に所得税法第35条第 3項に規定する公的 

（前 2号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

2 略 

（保険税の減額の特例） 

第26条の 2 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から 2年を経過する月まで

の間に限り、第 3条第 2項本文の基礎課税額

から第 1号から第 3 号までに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が65万円

を超える場合には、65万円）、同条第 3項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第 4 号

から第 6 号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が20万円を超える場

合には、20万円）及び同条第4項本文の介護

納付金課税額から第 7 号から第 9 号までに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が葺万円を超える場合には、H万円）の

合算額とする。 

(1)~(9） 略 

2 略 

附 則 

1へJ3 略 

（公的年金等に係る所得に係る保険税の課

税の特例） 

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同ー世帯所属者が、前年

中に所得税法第35条第 3 項に規定する公的 
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（前 2号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

2 略 

（保険税の減額の特例） 

第26条の 2 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から 2年を経過する月まで

の間に限り、第 3条第 2項本文の基礎課税額

から第 1号から第 3 号までに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が65万円

を超える場合には、師万円）、同条第 3項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第 4号

から第 6 号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が22万円を超える場

合には、22万円）及び同条第4項本文の介護

納付金課税額から第 7号から第 9 号までに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額がH万円を超える場合には、片万円）の

合算額とする。 

{1)~(9） 略 

2 略 

附 則 

1~3 略 

（公的年金等に係る所得に係る保険税の課

税の特例） 

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年

中に所得税法第35条第 3項に規定する公的 

（前 2号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 

2 略 

（保険税の減額の特例） 

第26条の 2 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から 2年を経過する月まで

の間に限り、第 3条第 2項本文の基礎課税額

から第 1号から第 3 号までに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が65万円

を超える場合には、65万円）、同条第 3項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第 4 号

から第 6 号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が20万円を超える場

合には、20万円）及び同条第4項本文の介護

納付金課税額から第 7 号から第 9 号までに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が葺万円を超える場合には、H万円）の

合算額とする。 

(1)~(9） 略 

2 略 

附 則 

1へJ3 略 

（公的年金等に係る所得に係る保険税の課

税の特例） 

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同ー世帯所属者が、前年

中に所得税法第35条第 3 項に規定する公的 
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年金等に係る所得について同条第 4項に規

定する公的年金等控除額（年齢65歳以上であ

る者に係るものに限る。）の控除を受けた場 

合における第罰条 	の規定の適用につ 

いては、同条第 1項中「法第703条の U 第1 

項に規定する総所得金額及び山林所得金額」 

とあるのは「法第加3条の U第1項に規定す

る総所得金額（所得税法第35条第 3項に規定

する公的年金等に係る所得については、同条

第 2 項第 1号の規定によって計算した金額

から巧万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、 1110万円」 

とあるのは「125万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る保険

税の課税の特例） 

U 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の 2 第 U 項の配当所得等を有する場合にお

ける第 4 条、第 7条の 2、第 8 条及び第26 

条の  規定の適用については、第4条第 

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第認条の 2第 

U 項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、 「同条第 2項」とあるのは「法

第羽4条の 2第 2項」と、同条第 2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第認条の 2 第 a 項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」 

と、第罰条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

認条の 2第 5 項に規定する上場株式等に係 

年金等に係る所得について同条第 4項に規

定する公的年金等控除額（年齢65歳以上であ

る者に係るものに限る。）の控除を受けた場

合における第26条第 1項の規定の適用につ 

いては、同項 	中「法第703条の U第 1 

項に規定する総所得金額及び山林所得金額」 

とあるのは「法第7昭条の a 第 1項に規定す

る総所得金額（所得税法第35条第 3項に規定

する公的年金等に係る所得については、同条

第 2項第 1号の規定によって計算した金額

から巧万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、 Hlo万円」 

とあるのは「125万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る保険

税の課税の特例） 

a 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の 2 第 U 項の配当所得等を有する場合にお

ける第 4条、第 7条の 2 、第 8条及び第加

条第 1項の規定の適用については、第 4条第 

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第認条の 2第 

U 項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、 「同条第 2項」とあるのは「法

第314条の 2第 2項」と、同条第 2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第認条の 2第 a項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」 

と、第26条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

認条の 2第 5項に規定する上場株式等に係 
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年金等に係る所得について同条第 4項に規

定する公的年金等控除額（年齢65歳以上であ

る者に係るものに限る。）の控除を受けた場 

合における第罰条 	の規定の適用につ 

いては、同条第 1項中「法第703条の U 第1 

項に規定する総所得金額及び山林所得金額」 

とあるのは「法第加3条の U第1項に規定す

る総所得金額（所得税法第35条第 3項に規定

する公的年金等に係る所得については、同条

第 2 項第 1号の規定によって計算した金額

から巧万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、 1110万円」 

とあるのは「125万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る保険

税の課税の特例） 

U 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の 2 第 U 項の配当所得等を有する場合にお

ける第 4 条、第 7条の 2、第 8 条及び第26 

条の  規定の適用については、第4条第 

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第認条の 2第 

U 項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、 「同条第 2項」とあるのは「法

第羽4条の 2第 2項」と、同条第 2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第認条の 2 第 a 項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」 

と、第罰条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

認条の 2第 5 項に規定する上場株式等に係 

年金等に係る所得について同条第 4項に規

定する公的年金等控除額（年齢65歳以上であ

る者に係るものに限る。）の控除を受けた場

合における第26条第 1項の規定の適用につ 

いては、同項 	中「法第703条の U第 1 

項に規定する総所得金額及び山林所得金額」 

とあるのは「法第7昭条の a 第 1項に規定す

る総所得金額（所得税法第35条第 3項に規定

する公的年金等に係る所得については、同条

第 2項第 1号の規定によって計算した金額

から巧万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、 Hlo万円」 

とあるのは「125万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る保険

税の課税の特例） 

a 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の 2 第 U 項の配当所得等を有する場合にお

ける第 4条、第 7条の 2 、第 8条及び第加

条第 1項の規定の適用については、第 4条第 

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第認条の 2第 

U 項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、 「同条第 2項」とあるのは「法

第314条の 2第 2項」と、同条第 2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第認条の 2第 a項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」 

と、第26条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

認条の 2第 5項に規定する上場株式等に係 
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る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例） 

6 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条

第 4項の譲渡所得を有する場合における第 

4条、第 7条の 2、第 8条及び第加条の 

規定の適用については、第 4条第 1項中 

「及び山林所得金額の合計額から同条第 2 

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第34条第 4項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第2 

S号）第認条の 4第1項若しくは第 2項、第3 

4条第1項、第糾条の 2第1項、第詞条の 3 

第1項、第弱条第1項、第託条の 2第1項、 

第舗条の 3第 1項又は第弱条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同

法第3】条第 1項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において『控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第314条の 2 

第 2項」と、 「及び山林所得金額の合計額（」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後

の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条

第 2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第34条第 4 

項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第2 

6条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第34条第 

4項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。 

7 略 

る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例） 

6 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条

第 4項の譲渡所得を有する場合における第 

4条、第 7条の 2、第 8条及び第25条第1項

の規定の適用については、第 4条第1項中 

「及び山林所得金額の合計額から同条第2 

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第詞条第 4項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第2 

S号）第昭条の 4第1項若しくは第 2項、第3 

4条第 1項、第詞条の 2第 1項、第飼条の 3 

第1項、第託条第1項、第託条の 2第1項、 

第弱条の 3第1項又は第託条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同

法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第314条の 2 

第 2項」と、 「及び山林所得金額の合計額（」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後

の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条

第 2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第肥条第4 

項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第2 

S条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第34条第 

4 項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。 

7 略 
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（一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

8 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 2第 5項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第4条、第7条の 2, 

第 8条及び第26条の 	規定の適用につ 

いては、第 4条第1項中「及び山林所得金額」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第舗条の 2 第 5項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、 「同条第 2項」 

とあるのは「法第引4条の 2第 2項」と、同

条第 2項中「又は山林所得金額」とあるのは 

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条

の 2第 5項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、第託条第1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第託条の 2第 0 項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

9 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 2の 2第 3項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第 4条、第 7条の 

2、第 8条及び第弱条の  規定の適用に

ついては、第 4条第 1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第舗条の 2 の 2 第 0 項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と， 「同条 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

8 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 2 第 5項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第4条、第7条の2, 

第 8 条及び第罰条第1項の規定の適用につ

いては、第 4条第1項中「及び山林所得金額」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第託条の 2 第 5 項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、 「同条第 2項」 

とあるのは「法第314条の 2第 2項」と、同

条第 2項中「又は山林所得金額」とあるのは 

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条

の 2 第 3項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、第26条第 1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第託条の 2 第 a 項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

9 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 2 の 2 第 5 項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第4 条、第 7条の 

2、第 8 条及び第26条第 1項の規定の適用に

ついては、第 4条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第託条の 2 の 2第 5項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、 「同条 
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第 2項」とあるのは「法第314条の 2第 2項」 

と、同条第 2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

舗条の 2の 2 第 0 項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第舗条の 2 の 2第 

0 項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る保険税の

課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 4第 4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第4条，第 7条の 2 、 

第 8 条及び第26条の 	規定の適用につ 

いては、第4条第 1項中「及び山林所得金額」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第託条の 4 第 4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、 「同条第 2項」とあ

るのは「法第314条の 2第 2項」と、同条第 

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の 4 

第 4項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第舗条の 4第 4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保

険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する被保険者若 

 

第 2項」とあるのは「法第314条の 2第 2項」 

と、同条第 2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

託条の 2 の 2 第 5 項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第舗条の 2の 2 第 

a項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る保険税の

課税の特例） 

I0 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第 4条、第7条の 2, 

第 8 条及び第加条第 1項の規定の適用につ

いては、第4条第1項中「及び山林所得金額」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第舗条の 4第 4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、 「同条第 2項」とあ

るのは「法第引4条の 2第 2項」と、同条第 

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の 4 

第 4項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、第26条第 1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第師条の 4 第 4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保

険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する被保険者若 
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第 2項」とあるのは「法第314条の 2第 2項」 

と、同条第 2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

舗条の 2の 2 第 0 項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第舗条の 2 の 2第 

0 項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る保険税の

課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 4第 4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第4条，第 7条の 2 、 

第 8 条及び第26条の 	規定の適用につ 

いては、第4条第 1項中「及び山林所得金額」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第託条の 4 第 4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、 「同条第 2項」とあ

るのは「法第314条の 2第 2項」と、同条第 

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の 4 

第 4項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第舗条の 4第 4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保

険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する被保険者若 

 

第 2項」とあるのは「法第314条の 2第 2項」 

と、同条第 2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

託条の 2 の 2 第 5 項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第舗条の 2の 2 第 

a項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る保険税の

課税の特例） 

I0 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の 4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第 4条、第7条の 2, 

第 8 条及び第加条第 1項の規定の適用につ

いては、第4条第1項中「及び山林所得金額」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第舗条の 4第 4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、 「同条第 2項」とあ

るのは「法第引4条の 2第 2項」と、同条第 

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の 4 

第 4項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、第26条第 1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第師条の 4 第 4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保

険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する被保険者若 
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しくは特定同一世帯所属者が法附則第認条

の 3 第 3項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第 4条、第 7条の 2、第 8条及

び第26条の 	規定の適用については、第 

4条第 1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第器条の 

3 第 U 項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、 「同条第 2項」とあるのは「法

第引4条の 2第 2 項」と、同条第 2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第昭条の 3第 a 項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」と、 

第26条第1項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第開

条の 3第 a 項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

12 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144 

号）第 8 条第 2 項に規定する特例適用利子

等、同法第12条第 3項に規定する特例適用利

子等又は同法第16条第 2項に規定する特例

適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡

所得、一時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第 4条、第 7条の 2、第 8条及び襲墾 

条の 	規定の適用については、第 4条第 

1項中「山林所得金額の合計額から同条第 2 

項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居 

しくは特定同一世帯所属者が法附則第認条

の 3 第 a 項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第4条、第 7条の 2、第 8 条及

び第26条第1項の規定の適用については、第 

4条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第昭条の 

3 第 U 項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、 「同条第 2項」とあるのは「法

第314条の 2第 2項」と、同条第 2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第認条の 3第 5 項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」と、 

第26条第1項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第昭

条の 3第 U 項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

12 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144 

号）第 8 条第 2項に規定する特例適用利子

等、同法第12条第 a 項に規定する特例適用利

子等又は同法第16条第 2 項に規定する特例

適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡

所得、一時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第 4条、第 7 条の 2、第 8条及び第墾

条第1項の規定の適用については、第 4条第 

1項中「山林所得金額の合計額から同条第 2 

項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居 
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住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律

第'44号）第 8条第 2項（同法第12条第 0 項

及び第16条第 2項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用利子等の額（以

下この条及び第26条第1項において「特例適

用利子等の額」という。）の合計額から法第 

314条の 2第 2項」と、 「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特

例適用利子等の額の合計額（」と、同条第 2 

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は特例適用利子等の額」 

と、第26条第1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額」とする。 

（特例適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

13 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第 8 条第 4項に規定

する特例適用配当等、同法第12条第 6項に規

定する特例適用配当等又は同法第16条第 3 

項に規定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第 4条、第 7 条の 2、第 8条及び第加条の 

	規定の適用については、第4条第1項 

中「山林所得金額の合計額から同条第 2項」 

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者

等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第 8条第4項（同法 

住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律

第144号）第 8条第 2項（同法第12条第 5項

及び第比条第 2 項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用利子等の額（以

下この条及び第26条第1項において「特例適

用利子等の額」という。）の合計額から法第 

314条の 2第 2項」と、 「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特

例適用利子等の額の合計額（」と、同条第 2 

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は特例適用利子等の額」 

と、第26条第 1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額」とする。 

（特例適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

13 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第 8 条第 4項に規定

する特例適用配当等、同法第12条第 6項に規

定する特例適用配当等又は同法第16条第 3 

項に規定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第 4条、第 7条の 2，第 8 条及び第加条第 

1項の規定の適用については、第 4条第 1項

中「山林所得金額の合計額から同条第 2項」 

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者

等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第 8条第 4項（同法 
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第吃条第 6 項及び第比条第 3項において準

用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この条及び第26条第1項にお

いて「特例適用配当等の額」という。）の合

計額から法第314条の 2第 2項」と、 「山林

所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」 

と、同条第 2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は特例適用

配当等の額」と、第26条第1項中「山林所得

金額」とあるのは『山林所得金額並びに特例

適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

14 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46 

号。以下「租税条約等実施特例法」という。） 

第 3 条の 2 の 2 第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、 

一時所得及び雑所得を有する場合における

第 4条、第 7条の 2、第 8条及び第弱条の 

規定の適用については、第4条第1項中 

「及び山林所得金額の合計額から同条第2 

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44 

年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」 

という。）第 3 条の 2 の 2第10項に規定する

条約適用利子等の額の合計額から法第314条  

第12条第 6項及び第比条第 3項において準

用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この条及び第26条第1項にお

いて「特例適用配当等の額」という。）の合

計額から法第314条の 2第 2項」と、 「山林

所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」 

と、同条第 2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は特例適用

配当等の額」と、第26条第 1項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例

適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

14 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第妬

号。以下「租税条約等実施特例法」という。） 

第 3 条の 2 の 2第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、 

一時所得及び雑所得を有する場合における

第 4条、第 7条の 2、第 8条及び第加条第 1  

堕旦2規定の適用については、第 4条第1項中 

「及び山林所得金額の合計額から同条第 2 

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法入税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44 

年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」 

という。）第 3条の 2の 2第10項に規定する

条約適用利子等の額の合計額から法第引4条 
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の 2第 2項」と、 「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第 3 条の 2の 2第加

項に規定する条約適用利子等の額の合計額 

（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」 

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第 3 条の 2の 2 第10項に

規定する条約適用利子等の額」と、第26条第 

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第 3 条の 2の 2 第10項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

15 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実

施特例法第 3 条の 2 の 2第12項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及

び雑所得を有する場合における第 4条、第 7 

条の 2、第 8条及び第罰条の 	規定の適 

用については、第 4条第 1項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第 2項」とあるのは 

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。 

以下「租税条約等実施特例法」という。）第 

3 条の 2 の 2 第12項に規定する条約適用配

当等の額の合計額から法第314条の 2第 2 

項」と、 「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第 3 条の 2 の 2 第12項に規定 

の 2第 2項」と、 「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第 3 条の 2 の 2 第10 

項に規定する条約適用利子等の額の合計額 

（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」 

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第 3条の 2の 2第10項に

規定する条約適用利子等の額」と、第26条第 

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第 3 条の 2 の 2第10項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

巧 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実

施特例法第 3 条の 2 の 2第12項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得，配当所得及

び雑所得を有する場合における第4条、第 7 

条の 2、第 8条及び第罰条第 1項の規定の適

用については、第4条第 1項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第 2項」とあるのは 

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。 

以下「租税条約等実施特例法」という。）第 

3 条の 2の 2 第12項に規定する条約適用配

当等の額の合計額から法第314条の 2 第 2 

項」と、 「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第 3条の 2の 2 第12項に規定 
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する条約適用配当等の額の合計額（」と、同

条第 2項中「又は山林所得金額」とあるのは 

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第 3 条の 2の 2第12項に規定する

条約適用配当等の額」と、第26条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第 3 条の 

2 の 2 第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

16 略 

する条約適用配当等の額の合計額（」と、同

条第 2項中「又は山林所得金額」とあるのは 

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第 3 条の 2 の 2第吃項に規定する

条約適用配当等の額」と、第26条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第 3 条の 

2 の 2 第吃項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

16 略 
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専決第11号 

今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための

固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を地方自治法（昭和認年法律第町号）第179条第 1項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

令和 3年 3月れ日 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共

団体等を定める省令（平成19年総務省令第94号）の改正に伴い、所要の改正をしようとする

もの。 
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今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化の 

ための固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例 

今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措 

置に関する条例（平成21年今治市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条第 1項中「令和 3年 3月引日」を「令和 7年 3 月引日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 0年 4月 1日から施行する。 

- 129 ー 



「参 考」 

今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化 

のための固定資産税の特例措置に関する条例改正条項新旧対照表 

新 旧 

（課税免除の要件等） 

第 2条 市長は、法第 4条第 6項の規定による

地域経済牽引事業の促進に関する基本的な

計画の同意の日（以下「同意日」という。） 

から起算して令和 7年 3月31日までに、法第 

6 条第 1項に規定する同意基本計画におい

て定められた促進区域内において、承認地域

経済牽引事業（承認地域経済牽引事業計画に

従って行われる地域経済牽引事業をいう。以

下同じ。）を行う者が、地域経済牽引事業の

促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律第26条の地方公共団体等を定める

省令（平成19年総務省令第94号。以下「省令」 

という。）第 2 条に規定する要件に該当する

対象施設を、承認地域経済牽引事業のために

設置した場合において、対象施設に該当する

こととなった日の属する年度の翌年度（当該

日が1月 2日から 3 月れ日までのときは、 

翌々年度）以後 3年度分に限り、省令第 3条

に規定する固定資産税の課税免除をするこ

とができる。 

2 略 

（課税免除の要件等） 

第 2条 市長は、法第4条第 6項の規定による

地域経済牽引事業の促進に関する基本的な

計画の同意の日（以下「同意日」という。） 

から起算して令和 5年 3 月31日までに、法第 

6 条第 1項に規定する同意基本計画におい

て定められた促進区域内において、承認地域

経済牽引事業（承認地域経済牽引事業計画に

従って行われる地域経済牽引事業をいう。以

下同じ。）を行う者が、地域経済牽引事業の

促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律第26条の地方公共団体等を定める

省令（平成19年総務省令第飼号。以下「省令」 

という。）第 2条に規定する要件に該当する

対象施設を、承認地域経済牽引事業のために

設置した場合において、対象施設に該当する

こととなった日の属する年度の翌年度（当該

日が1月 2 日から 3 月31日までのときは、 

翌々年度）以後 3年度分に限り、省令第 3条

に規定する固定資産税の課税免除をするこ

とができる。 

2 略 
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専決第13号 

令和 5年度今治市一般会計補正予算（第I号） 

令和 5年度今治市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1, 077, 000千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ76, 327, 000千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、 「第1表 歳入歳出予算補正」による。 

上記補正予算を地方自治法（昭和22年法律第町号）第I 7 条第1項の規定により専決処分する。 

令和 5年4月24日 

今治市長 徳 永 繁 樹 

一般会計 
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第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入 

款 項 

15 国庫支出金 

2 国庫補助金 

歳 入 合 計 

一般会計 歳 入 	 -132 一 



（単位 千円） 

補正前の額 補 正 額 計 

10, 860, 876 1, 077, 000 11,937, 876 

1, 782, 802 1, 077, 000 2, 859, 802 

75 , 250 , 000 1, 077 , 000 76 , 327 , 000 
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歳 出 

款 項 

3 民 生 費 

1社会福祉費 

2 児童福祉費 

歳 出 合 計 

一般会計 歳 出 	 - 134 - 



（単位 千円） 

補正前の額 補 正 額 計 

29, 314, 957 1, 077, 000 30, 391, 957 

16, 338, 392 823, 000 17, 161, 392 

9, 922, 860 254, 000 10, 176, 860 

75, 250, 000 1, 077, 000 76, 327, 000 

- 135 - 

（単位 千円） 

補正前の額 補 正 額 計 

29, 314, 957 1, 077, 000 30, 391, 957 

16, 338, 392 823, 000 17, 161, 392 

9, 922, 860 254, 000 10, 176, 860 

75, 250, 000 1, 077, 000 76, 327, 000 

- 135 - 
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歳入歳出補正予算事項別明細書 

1 総 括 （歳 入） 
	

（単位 千円） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

15 国庫支出金 10, 860, 876 1, 077, 000 11,937,876 

歳 入 合 計 75 , 250 , 000 1, 077 , 000 76, 327, 000 

- 137 ー 	 一般会計 総括（歳入） 



（歳 出） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

3 民 生 費 29, 314, 967 1, 077, 000 30, 391, 957 

歳 出 合 計 75 , 250 , 000 1, 077 , 000 76 , 327 , 000 

一般会計 総括（歳出） 
	 - 138 ー 



（単位 千円） 

補 正 	額 	の 財 	源 内 訳 

特 	 定 財 源 
一 般 財 源 

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 

1,077,000 0 0 0 0 

1, 077, 000 0 0 0 0 
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2 歳 入 

款 	項 目 補 正 前 補 正 額 計 

15 	国庫支出金 10, 860, 876 1,077,000 11,937,876 

2 	国庫補助金 1,782,802 1,077,000 2, 859, 802 

2 民生費国庫補助金 h
ノ
」
 

ho
 

'
!
 

1
‘・
  

9
 

,
 
8
  

1,077,000 h
'u
 

】
‘・J
 

。
J
 

‘
】
‘
 
『
ノ
 

 ー
 
,
 
,
 

8
  

歳 	入 合 計 75, 250, 000 1,077,000 76, 327, 000 

一般会計 歳入（国庫支出金） 	- 140 - 



（単位 千円） 

節 
説 	 明 

区 	分 金 	額 

1社会福祉総

務費 

823, 000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費（1 0/1 0 

) 	 795, 000 

電カ・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務費（1 a/i a 

) 	 28, 000 

3 児童福祉総

務費 

254, 000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（l0/i 0) 	245,000 

子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費（1 0/1 0) 	9,000 
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3 歳 出 

款 項 目 補 正 前 補 正 額 計 
補正予算額の財源内訳 

特定財源 一般財源 

3 民 生 費 29, 314, 957 1,077,000 30, 391, 957 1,077,000 0 

1 社会福祉費 16, 338, 392 823, 000 17,161,392 823,000 0 

1 社会福祉総務費 2, 769, 458 823, 000 3. 592, 458 823, 000 

（内訳） 

国庫支出金 

823, 000 

0
  

2 児童福祉費 9, 922 , 860 254, 000 10,176,860 254, 000 0 

1 児童福祉総務費 4
.
 

。
u
 

【h
u
 
 
6
 
7
 
3
 

 
254, 000 749, 673 254, 000 

（内訳） 

国庫支出金 

254, 000 

0
  

歳 出 合 計 75, 250 , 000 1,077,000 76, 327, 000 1,077,000 0 

一般会計 歳出 （民 生 費） - 142 - 



（単位 千円） 

節 
説 	 明 目 の 説 明 

区 	分 金 額 

I報 	酬 3. 494 パートタイム会計年度任用職員給（4人） 電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金給付事

業費 

823, 000 

3 職員手当等 2, 977 時間外勤務手当

一般職期末手当 

2,  000 

977 

4 共 済 費 832 社会保険料 

ー般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 

437 

395 

8 旅 	費 101 費用弁償 

10 需 用 費 1, 725 消耗品費

燃料費 

印刷製本費 

1, 150 

11 

564 

11 役 務 費 8, 423 通信運搬費

手数料 

5, 

3,  

166 

257 

12 委 託 料 8. 968 その他委託料 

人材派遣委託料 

電子計算業務委託料 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 

金システム委託料 

4,  

4, 

536 

432 

13 使用料及び

賃借料 

1, 480 機械器具賃借料

複写機使用料

会場賃借料 

530 

225 

725 

18 負担金補助

及び交付金 

795, 000 補助金 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付

金 

3 職員手当等 1, 000 時間外勤務手当 

管理職員特別勤務手当 

928 

72 

子育て世帯生活支援特別給

付金給付事業費 

254, 000 10 需 用 費 1, 000 消耗品費 

11 役 務 費 1, 000 搬
 
費
 

に
】
 
に
。
  

通
 
手
 
信
 
数
 
運
 
料
 

0
 
0
 
0
 
0
 

 
12 委 託 料 5,  600 電子計算業務委託料 

子育て世帯生活支援特別給付金システム委託

料 

13 使用料及び

賃借料 

400 複写機使用料 

19 扶 助 費 245, 000 子育て世帯生活支援特別給付金 
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補 正 予 算 給 与 費 明 細 書 

1 ブ 般 職 

(1） 	総 括 
	

・（単位 人・千円） 

区 	分 職 員 数 
給 	’ 与 	‘ 	」費 

共 済 費 合 計 備 考． 
報 酬 給 料 職員手当 計 

補正後 2, 660 1, 196, 140 5, 585, 360 3, 178, 433 9, 960, 533 1, 978, 544 11, 939, 077 

補正・前 2, 660 1, 193, 246 5, 585, 360 3,.,174, 456 11, 953, 062 1, 977「 712 11, 930, 774 

比 	較 0 3, 494 0 3, 977 7, 471 832 8, 303 

（本会計における計上職員数は2, 6 一6 0人及びI人（ 9月）である。） 

職
 
員
 
手
 

当
 
の
 
内
 
訳
 

区 	分 扶養手当 地 域 手 当 住居手当 通勤手当 
特 	殊 
勤務手当 

時 間 外 
勤務手当 

宿日直手当 

補 正 後 153, 139 2, 285 78, 542 129, 499 19, 912 369, 554 640 

補 正 前 153, 139 2, 285 78, 542 129, 499 19, 912 366, 626 640 

比 	較 0 0 0 0 0 2, 928 0 

区 	分 
管理職員特
別勤務手当 

管理職手当 期末手当 勤勉手当 
義教
 
務

員
 
育

別
 
等
手

教

特
当
 

退職手当 その他手当 

補 正 後 9, 494 181, 473 1, 268, 528 787, 616 653 89, 174 81, 924 

補 正 前 9, 422 187, 413 1, 267, 551 787, 616 653 89, 174 81, 924 

比 	較 72 0 977 0 0 0 0 

ア 会計年度任用職員以外の職員 
	

（単位 人 千円） 

区」 	分 職 員 数 
給 与 	 費 

共 済 費 合 計 備 考 
報 酬 給 料 職員手当 計 

補正後 1, 224 4, 540. 658 2, 816, 815 '1, 357, 413 1, 528, 268 8, 885, 141 

補正前 1, 224 4, 5.10, 658 2,813, 815 '1, 354, 473 1, 528, 268 8, 882, 741 

比 	較 0 0 3, 叩0 3,000 0 3,000 

（本会計における計上職員数は1, 224入及び1人（ 9月）である。） 

職
 

員
 
手
一
一

当
 
の
 
こ

内
 

訳
 

区 	分 扶養手当 地 域 手 当 住居手当 通勤手当 
特 	殊 
勤務手当 

時 間 外 
勤務手当 

宿日直手当 

補 正 後 153, 139 2, 285 18, 542 105, 631 葺，206 330, 852 600 

補 正 前 153, 139 2, 285 78,542 105, 631 17, 206 327, 924 600 

比 	較 0 0 0 0 0 2, 928 0 

区 	分 
管理職員特
別勤務手当 

管理職手当 期末手当 勤勉手当 
義務教育等
教員特別手 

当 

退職手当 その他手当 

補 正 後 9, 494 187, 473 978, 226 7.87, 616 弱3 83, 174 81; 924 

補 正 前 9, 422 187, 473 978, 226 787, 616 653 83, 174 81, 924 

比‘・較 ,72 ー 10 0 0 0 0 0 

一般会計（給与費明細書） 
	 -144 ー 



イ 会計年度任用職員 
	

（単位 人・千円） 

区 	分 職 員 数 
給 与 	 費 

共 済 費 合 計 備 考 
報 酬 給 料 職員手当 計 

補正後 1, 486 1, 196, 740 1, 044, 702 361, 618 2, 603, 060 450, 276 3, 053, 336 

補正前 1, 436 1, 193, 246 1, 044, 702 360, 64 ~ 2, 598, 589 449, 444 3, 048, 033 

比 	較 0 3, 494 0 977 4, 471 832 5, 303 

職
 

員
 
手
 
当
 
の
 
内
 
訳
 

区 	分 扶養手当 地 域 手 当 住居手当 通勤手当 
特 	殊 
勤務手当 

時 間 外 
勤務手当 

宿日直手当 

補 正 後 23, 868 2, 706 38, 702 40 

補 正 前 23, 868 2, 706 38, 702 40 

比 	較 0 0 0 0 

区 	分 
管別
 
埋
勤
 
職
務
 
員
手
 
特
当
 

管理職手当 期末手当 勤勉手当 
義務教育等
教員特別手当 

退職手当 その他手当 

補 正 後 290, 302 6, 000 

補 正 前 289, 325 6,000 

比 	較 977 0 

(2）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員） 
	

（単位 千円） 

区分 増 減 額 増 減 事 目 甘別 内 訳 説 明 備 	考 

職員

手当 

n
'U
 

0
 
0
 
0
 

 ,
 
 

制度改正に

伴う増減分 

一
 

 

昇給に伴う

増 加 分 

【
 

 

その他の

増 減 分 

n
'U
 
0
 
0
 
0
 

 ,
 
 

業務量の変動に伴う増減分

時間外勤務手当 

管理職員特別勤務手当 

2, 

3, 

928 

72 

000 

一般会計（給与費明細書） 
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専決第14号 

今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 

標記条例を地方自治法（昭和22年法律第町号）第I 79条第1項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

令和 5年 5月 2 日」 

今治市長 徳 永 繁 樹 

「理 由」 

新型コロナウイルス感染症対応手当を当分の間支給しないこととするため、所要の改正を 

しようとするもの。 
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今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

今治市職員の給与に関する条例（平成H年今治市条例第44号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の 1項を加える。 

28 当分の間、附則第20項の規定は、適用しない。 

附 則 

この条例は、令和 0年 5月 8日から施行する。 
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「参 考」 

今治市職員の給与に関する条例改正条項新旧対照表 

新 1日 

附 則 

28 当分の間、附則第加項の規定は、適用しな 

附 則 

い。 
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